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説

E
C
委
員
会
の
勧
告
後
に
お
け
る
状
況
の
変
化

4 

論

四
国
際
私
法
の
立
法
政
策
上
の
問
題
点

-
ス
イ
ス
方
式
の
長
所
・
短
所

西
ド
イ
ツ
方
式
の
長
所
・
短
所

2 
五

お
わ
り
に
|

l
わ
が
国
の
法
例
に
お
け
る
問
題
点

は
じ
め
に

周
知
の
よ
う
に
、

ハ
1
グ
国
際
私
法
会
議
は
、

一
八
九
三
年
に
発
足
し
て
以
来
、
多
数
の
条
約
を
成
立
さ
せ
て
き
た
が
、

そ
れ
ら
の
条
約

の
性
格
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
境
と
し
て
、
様
々
の
点
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
相
違
点
と
し
て
は
、
戦
後
の
加
盟
国
数

の
増
加
、
と
り
わ
け
英
米
法
系
諸
国
の
加
盟
、
閉
鎖
型
条
約
か
ら
開
放
型
条
約
へ
の
移
行
、
相
互
主
義
の
撤
廃
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

今
、
こ
の
最
後
の
点
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
今
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
婚
姻
に
関
す
る
法
律
の
抵
触
を
規
定
す
る
た
め
の
条
約
(
一
九

O

二
年
)
、
離
婚
な
ら
び
に
別
居
に
関
す
る
法
律
お
よ
び
裁
判
管
轄
の
抵
触
を
規
定
す
る
た
め
の
条
約
(
一
九

O
二
年
)
、
未
成
年
者
の
後
見
を

規
定
す
る
た
め
の
条
約
(
一
九

O
二
年
)
、
夫
婦
の
身
分
上
の
権
利
義
務
な
ら
び
に
財
産
に
及
ぽ
す
婚
姻
の
効
力
に
関
す
る
法
律
の
抵
触
を
規

定
す
る
た
め
の
条
約
(
一
九

O
五
年
)
、
禁
治
産
な
ら
び
に
類
似
の
保
護
手
段
に
関
す
る
条
約
(
一
九

O
五
年
)
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
当
事
者

が
締
約
国
の
国
籍
を
有
す
る
か
、
ま
た
は
準
拠
法
が
締
約
国
の
法
で
あ
る
こ
と
を
条
約
適
用
の
要
件
と
す
る
点
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
相

互
主
義
L

(

の
呂
g
z
E
m
w色
丹
)
に
も
と
づ
く
条
約
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
、
と
り
わ
け
一
九
六

0
年
代
以
降
の
準
拠
法
条
約
は
、
こ
の
よ
う
な
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要
件
を
課
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
条
約
の
適
用
対
象
と
な
っ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
締
約
国
は
、
事
案
が
自
固
ま
た
は
他
の
締
約
固
と

関
連
し
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
で
、
条
約
適
用
の
義
務
を
負
う
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
条
約
は
、

「
普
遍
主
義
」
(
〉

-za門戸
m
w命
日
円
)
に
も
と
づ
く
条
約
で
あ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る

他
方
、

ハ
l
グ
条
約
の
対
象
が
国
際
私
法
の
一
部
の
事
項
に
限
定
さ
れ
た
現
状
に
お
い
て
、
各
国
は
、
圏
内
法
の
整
備
を
進
め
て
き
た
。

と
り
わ
け
、
一
九
七
八
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
一
九
八
六
年
の
西
ド
イ
ツ
、
一
九
八
七
年
の
ス
イ
ス
な
ど
に
お
け
る
包
括
的
国
際
私
法
立
法

は
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

国際私法立法における条約の受容

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
諸
国
は
、
同
時
に
、
前
述
の
寸
普
遍
主
義
」
に
も
と
づ
く
条
約
、
と
り
わ
け
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
条

約
二
九
六
一
年
)
、
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
(
一
九
七
三
年
)
な
ど
を
批
准
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
条
約
の
対
象
と
な
っ

た
事
項
に
つ
い
て
は
、
全
面
的
に
条
約
適
用
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ハ

l
グ
条
約
に
も
と

づ
く
規
律
が
行
わ
れ
て
お
り
、
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
独
自
の
立
法
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
、
こ
の
よ
う
な
条
約
と
国
内
立
法
の
共
存
状

態
に
お
い
て
は
、
両
者
の
調
整
が
一
つ
の
争
点
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

ハ
i
グ
国
際
私
法
条
約
の
全
締
約
国
に
共
通
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
西
ド
イ
ツ
お
よ
び
ス
イ

以
上
の
よ
う
な
問
題
点
は
、

ス
に
お
い
て
議
論
を
引
き
起
こ
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
両
国
は
、

一
方
に
お
い
て
、
条
約
上
の
義
務
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
、
他
方

に
お
い
て
、
圏
内
立
法
の
体
系
を
い
か
に
維
持
す
る
か
に
腐
心
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
西
ド
イ
ツ
お
よ
び
ス
イ
ス
を
中
心

と
し
て
、
立
法
の
概
観
・
国
際
法
上
の
問
題
点
・
国
際
私
法
の
立
法
政
策
上
の
問
題
点
を
提
示
し
、
最
後
に
、
わ
が
国
の
法
例
に
お
け
る
問

北法41(2・3)513
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。



説

最
近
の
国
際
私
法
立
法
概
観

l
l西
ド
イ
ツ
・
ス
イ
ス
を
中
心
と
し
て

北法41(2・4)514

論

条
約
優
位
原
則
の
表
明

わ
が
国
は
、
憲
法
九
八
条
に
お
い
て
、
国
際
法
規
の
遵
守
を
一
般
的
に
規
定
し
て
い
る
が
、
法
例
に
お
い
て
は
、
特
に
改
め
て
条
約
と
の

関
係
を
規
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
渉
外
的
生
活
関
係
の
規
律
と
い
う
国
際
私
法
の
任
務
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
国
際
私
法
の
統
一
は
、

論
理
的
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
国
際
私
法
条
約
の
優
位
を
強
調
し
て
お
く
意
義
は
、
充
分
に
存

在
し
え
よ
う
。

1 

八
九
一
年
)
に
始
ま
り
、

現
に
、
各
国
の
国
際
私
法
立
法
に
お
い
て
は
、
条
約
優
位
原
則
の
表
明
が
む
し
ろ
常
態
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

エ
ジ
プ
ト
(
一
九
四
八
年
)
・
ク
ウ
ェ
イ
ト
(
一
九
六
一
年
)
・
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア

ス
イ
ス
の
旧
法
ご

(
一
九
六
三
年
)
・
ポ

l
ラ
ン

ド

(
一
九
六
五
年
)
・
東
ド
イ
ツ

ご
九
七
五
年
)
・
ソ
連
ご
九
七
七
年
)
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア

こ
九
七
八
年
)
・
ユ

l
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

九
七
九
年
)
・
ハ
ン
ガ
リ
ー

こ
九
七
九
年
)
・
ト
ル
コ

(
一
九
八
二
年
)
・
ペ
ル

1
(
一
九
八
四
年
)
・
西
ド
イ
ツ

(
一
九
八
六
年
)
・
ス
イ
ス

新
法
こ
九
八
七
年
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
立
法
の
文
言
は
様
々
で
あ
る
が
、

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

い
ず
れ
も
条
約
が
圏
内
立
法
に
優
先
す
る
こ
と

こ
の
よ
う
な
条
約
優
位
原
則
の
表
明
は
、

一
般
論
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
実
益
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
憲
法
上
、
条
約
が
圏
内
法
に

対
し
て
劣
後
す
る
と
定
め
ら
れ
た
国
に
お
い
て
は
、
国
際
私
法
条
約
に
対
し
て
、
国
内
法
秩
序
に
お
げ
る
優
先
順
位
を
新
た
に
付
与
す
る
こ

と
に
な
る
。
第
二
に
、
憲
法
上
、
条
約
と
国
内
法
が
同
一
の
効
力
を
有
す
る
と
定
め
ら
れ
た
国
に
お
い
て
は
、
前
法
と
後
法
の
関
係
、
一
般

法
と
特
別
法
の
関
係
な
ど
に
よ
り
、
優
先
順
位
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
、
常
に
条
約
が
優
先
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
に
、



憲
法
上
、
条
約
が
国
内
法
に
対
し
て
常
に
優
先
す
る
と
定
め
ら
れ
た
国
に
お
い
て
も
、
そ
の
優
先
順
位
を
確
認
し
、
条
約
の
存
在
に
つ
い
て
、

と
り
わ
け
裁
判
官
の
注
意
を
喚
起
す
る
意
味
を
持
ち
う
る
。

以
ト
し
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
条
約
優
位
原
則
の
表
明
は
、
国
際
私
法
立
法
に
お
い
て
明
文
で
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
、
立
法
政
策
上
望
ま
し

い
と
思
わ
れ
る
。

条
約
の
個
別
指
定
|
|
ス
イ
ス
方
式

一
九
八
七
年
の
ス
イ
ス
国
際
私
法
典

(
I
P
R
G
)
は、

2 

国際私法立法における条約の受容

一
条
二
項
に
お
い
て
、
条
約
優
位
の
原
則
を
表
明
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

普
遍
主
義
に
も
と
づ
く
条
約
の
み
な
ら
ず
、
相
互
主
義
条
約
、
更
に
実
質
法
統
一
条
約
も
、

I
P
R
G
の
規
定
に
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
。

し
か
し
、

I
P
R
G
は
、
単
に
条
約
優
位
の
原
則
を
表
明
す
る
だ
け
で
は
満
足
し
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
普
遍
主
義
に
も
と
づ
く
条
約

は
、
そ
の
適
用
対
象
と
な
っ
た
事
項
を
扱
っ
た

I
P
R
G
の
規
定
に
お
い
て
、
個
別
に
指
定
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
「
夫
婦
聞
の
扶
養
義
務
は
、

扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
一
九
七
三
年
一

O
月
二
日
の
ハ

l
グ
条
約
に
よ
る
L

と
規
定
さ
れ
て
い
る

(
I
P
R
G
四
九
条
)
。
同
様
の
例

は
、
親
子
聞
の
扶
養
義
務
に
つ
い
て
、
同
じ
一
九
七
三
年
の
ハ

1
グ
条
約
が
指
定
さ
れ
て
い
る
の
を
始
め
と
し
て
(
同
八
三
条
一
項
)
、
遺
言

の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
一
九
六
一
年
一

O
月
五
日
の
ハ

l
グ
条
約
(
同
九
三
条
一
項
)
、
有
体
動
産
の
国
際
的
売
買
の
準
拠
法
に
関
す
る

一
九
五
五
年
六
月
一
五
日
の
ハ

l
グ
条
約
(
同
一
一
八
条
一
項
)
、
道
路
交
通
事
故
の
準
拠
法
に
関
す
る
一
九
七
一
年
五
月
四
日
の
ハ
!
グ
条

約
(
同
一
三
四
条
)
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
約
の
個
別
指
定
は
、
ス
イ
ス
が
普
遍
主
義
条
約
を
批
准
を
し
た
以
上
、
そ
の
該

当
事
項
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
圏
内
立
法
独
自
の
解
決
を
行
い
え
な
い
、
と
い
う
国
際
私
法
統
一
に
向
け
て
の
協
力
的
態
度
を
示
し
て
い
る

と
同
時
に
、
裁
判
官
に
適
切
な
情
報
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
配
慮
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

一
方
、
相
互
主
義
条
約
は
、
そ
の
該
当
事
項
に
つ
い
て
も
、
相
互
主
義
の
要
件
を
充
た
す
場
合
に
の
み
、
適
用
を
義
務
づ
げ
て
い
る
の
で

北法41(2・5)515



説

あ
る
か
ら
、
同
じ
事
項
に
つ
い
て
、

I
P
R
G
が
条
約
と
異
な
っ
た
規
定
を
置
い
て
い
た
と
し
て
も
、
何
ら
怪
し
む
に
足
り
な
い
。
し
か
し
、

I
P
R
G
六
五
条
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
離
婚
お
よ
び
別
居
の
承
認
に
関
す
る
一
九
七

O
年
六
月
一
日
の
ハ

l
グ
条
約
を
可
能
な
限

り
取
り
入
れ
て
い
る
。

論

I
P
R
G
は
、
未
成
年
者
の
保
護
に
お
け
る
機
関
の
管
轄
お
よ
び
準
拠
法
に
関
す
る
一
九
六
一
年
一

O
月
五
日
の
ハ

1
グ
条
約
に

つ
い
て
、
相
互
主
義
の
要
件
を
撤
廃
し
た
が
、
そ
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
は
、
ま
ず
八
五
条
一
項
に
お
い
て
、
「
未
成
年
者
の
保
護
に
関
す
る

ス
イ
ス
裁
判
所
ま
た
は
官
庁
の
管
轄
、
準
拠
法
お
よ
び
外
国
の
判
決
・
決
定
ま
た
は
処
分
の
承
認
L

は
、
同
条
約
に
よ
る
と
定
め
、
次
に
、

同
条
二
項
に
お
い
て
、

J
別
項
の
条
約
は
、
成
年
者
、
ス
イ
ス
法
に
よ
っ
て
の
み
未
成
年
で
あ
る
者
、
ま
た
は
条
約
国
の
一
に
常
居
所
を
有
し

更
に
、

な
い
者
に
つ
い
て
も
、
準
用
さ
れ
る
」
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
、
条
約
の
個
別
指
定
の
形
式
を
取
り
な
が
ら
、

場
所
的
お
よ
び
事
項
的
適
用
範
囲
の
拡
張
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
事
項
的
適
用
範
囲
を
拡
張
な
い
し
確
認
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
ハ

l
グ
条
約
は
、
「
そ
れ
が
母
に
よ
る
子
の
扶
養
お
よ
び
出
生
費
用
の
償
還
請
求
権
を
規
律
し
な
い
範

囲
に
お
い
て
も
」
準
用
さ
れ
(
八
三
条
二
項
)
、
遺
言
の
方
式
に
関
す
る
ハ

l
グ
条
約
は
、
「
そ
の
他
の
死
因
処
分
の
方
式
に
も
」
準
用
さ
れ

(
九
三
条
二
項
)
、
有
体
動
産
の
国
際
的
売
買
の
準
拠
法
に
関
す
る
ハ

l
グ
条
約
に
対
し
て
は
、
消
費
者
契
約
の
準
拠
法
に
関
す
る

I
P
R
G

一二

O
条
の
適
用
が
留
保
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
、

I
P
R
G
は
、
普
遍
主
義
に
も
と
づ
く
条
約
に
つ
い
て
も
、

(
一
一
八
条
二
項
)
。

ハ
l
グ
条
約
が
遺
言
だ
け
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、
そ
の
他
の
死
因
処

分
、
と
り
わ
り
相
続
契
約
も
同
様
に
規
律
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
判
断
さ
れ
た
。
第
二
に
、
八
三
条
二
項
に
関
し
て
は
、
ハ

l
グ
条
約
が

未
婚
の
母
か
ら
の
前
述
の
よ
う
な
請
求
に
適
用
さ
れ
る
か
否
か
、
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
条
約
の
事
項
的
適
用
範
囲
に
関
す
る
争
い
を
予
防

し

た

も

の

と

評

価

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

第

三

に

、

ハ

l
グ
国
際
私
法
会
議
自
体
が
第
一
四
会
期
に
お
い
て

第
一
に
、
九
三
条
二
項
に
関
し
て
は
、

一
一
八
条
二
項
に
関
し
て
は
、

北法41(2・6)516

そ
の



行
っ
た
解
釈
宣
言
を
反
映
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
れ
。
す
な
わ
ち
、
同
宣
言
に
よ
る
と
、
有
体
動
産
の
国
際
的
売
買
の
準
拠
法
に
関
す
る
ハ

l

グ
条
約
は
、
各
締
約
国
が
消
費
者
契
約
に
つ
い
て
独
自
の
規
律
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

更
に
、

I
P
R
G
は
、
法
性
決
定
に
関
す
る
疑
義
を
避
け
る
た
め
に
、
条
文
聞
の
適
用
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
規
定
を
幾
っ
か
置
い
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
が
同
時
に
、
条
約
の
事
項
的
適
用
範
囲
を
拡
張
な
い
し
確
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
離
婚
ま
た
は
別
居
の
保
全
処
分
、
付

随
的
効
果
お
よ
び
判
決
・
決
定
の
補
充
・
変
更
に
関
す
る
諸
規
定
は
、
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
ハ

1
グ
条
約
を
指
定
し
た
四
九
条
お

よ
び
八
三
条
、
な
ら
び
に
未
成
年
者
保
護
に
お
け
る
機
関
の
管
轄
お
よ
臼
準
拠
法
に
関
す
る
ハ

l
グ
条
約
を
指
定
し
た
八
五
条
の
適
用
を
留

保
し
て
い
る
(
六
二
条
三
項
、
六
三
条
二
項
後
段
、
六
四
条
二
項
後
段
)
。
同
様
に
、
親
子
関
係
の
効
力
に
関
す
る
諸
規
定
は
、
八
五
条
の
適

用
を
留
保
し
て
い
る
(
七
九
条
二
項
、

八
二
条
三
項
、

八
四
条
二
項
)
。

国際私法立法におげる条約の受容

第
一
に
、
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
ハ

l
グ
条
約
八
条
一
項
は
、
離
婚
を
し
た
夫
婦
聞
の
扶
養
義
務
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
判
決
・

決
定
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
当
該
離
婚
に
適
用
さ
れ
た
法
に
よ
る
こ
と
を
定
め
、
同
条
二
項
は
、
法
律
上
の
別
居
お
よ
び
婚
姻
の
取
消
ま
た

は
無
効
の
場
合
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
準
用
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
述
の

I
P
R
G
の
諸
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
つ
い
て
、
ハ
ー

グ
条
約
八
条
一
項
の
適
用
を
確
認
す
る
趣
旨
で
あ
る
。
第
二
に
、
未
成
年
者
保
護
に
関
す
る
ハ

l
グ
条
約
一
五
条
は
、
両
親
の
婚
姻
関
係
の

無
効
・
解
消
・
緩
和
に
つ
い
て
管
轄
を
有
す
る
機
関
が
、
同
時
に
未
成
年
の
子
の
身
上
ま
た
は
財
産
の
保
護
に
つ
い
て
も
管
轄
を
保
持
す
る

旨
の
留
保
宣
言
を
認
め
て
お
り
、
ス
イ
ス
は
、
従
来
、
こ
の
留
保
宣
言
を
行
っ
て
い
た
が
、

I
P
R
G
の
成
立
に
よ
り
、
こ
れ
を
撤
回
す
る

こ
と
を
予
定
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
離
婚
ま
た
は
別
居
に
関
す
る

I
P
R
G
の
諸
規
定
に
よ
る
八
五
条
の
留
保
は
、
当
該
ハ

l
グ
条
約

の
事
項
的
適
用
範
囲
の
確
認
で
あ
り
、
ま
た
親
子
関
係
の
効
力
に
関
す
る
諸
規
定
に
よ
る
八
五
条
の
留
保
も
、
一
般
規
定
に
対
す
る
特
別
規

定
の
優
先
的
適
用
を
確
認
し
た
も
の
と
言
え
る
。

北法41(2・7)517



説

3 

条
約
の
コ
ピ

I
I
I
-
西
ド
イ
ツ
方
式

北法41(2・8)518

論

一
九
八
六
年
に
改
正
さ
れ
た
民
法
典
施
行
法

(
E
G
B
G
B
)
は
、
三
条
二
項
前
段
に
お
い
て
、
条
約
優
位
の
原
則
を
表
明
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
寸
国
際
法
上
の
合
意
中
の
諸
規
則
は
、
そ
れ
ら
が
直
接
適
用
可
能
な
国
内
法
と
な
っ
て
い
た
場
合
に
限
り
、
本
法
の
規
定
に
優
先

す
る
。
L

こ
の
「
直
接
適
用
可
能
」
と
い
う
語
は
、
き
わ
め
て
多
義
的
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
差
し
当
た
り
二
つ
の
意
味
が
念
頭
に
置
か
れ

て
い
る
。
第
一
に
、
条
約
の
規
定
の
う
ち
、
国
家
聞
の
義
務
だ
け
を
創
設
す
る
も
の
は
、
当
然
に
除
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
そ
も
そ

も
E
G
B
G
B
と
の
優
劣
関
係
が
問
題
と
な
り
え
な
凶
。
第
二
に
、
条
約
の
規
定
が
圏
内
法
上
、
法
律
と
同
じ
効
力
を
持
つ
場
合
に
限
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
条
約
の
国
内
法
上
の
効
力
は
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、

さ
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
承
認
法
L
Q
g
Z
5
5
5
m括
2
2
N
)
に
よ
り
付
与

と
こ
ろ
で
、
少
な
く
と
も
ハ

1
グ
国
際
私
法
条
約
に
関
し
て
は
、
西
ド
イ
ツ
は
、
こ
の
よ
う
な
国
内
法
上
の
効
力
を
否
定
し
た
こ
と
は
な

く
、
ま
た
改
め
て
条
約
の
内
容
を
取
り
入
れ
た
国
内
立
法
を
制
定
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
回
の

E
G
B
G
B
改
正
に
際
し

て
は
、
一
九
六
五
年
に
批
准
済
み
で
あ
っ
た
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
ハ

l
グ
条
約
、
更
に
批
准
が
予
定
さ
れ
、
現
に

E
G
B
G
B

G
改
正
法
成
立
と
同
時
に
批
准
が
承
認
さ
れ
た
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
ハ

l
グ
条
約
が
問
題
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
条

い
わ
ゆ
る
「
普
遍
主
義
L

に
も
と
づ
い
て
い
る
た
悦
、
そ
の
対
象
事
項
に
つ
い
て
は
、
圏
内
立
法
の
余
地
を
残
さ
な
い
の
で
あ
る
が
、

約
は
、

他
方
に
お
い
て
、

E
G
B
G
B
の
体
系
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
遺
言
の
方
式
お
よ
び
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
つ
い
て
、
全
く
規
定
を
欠
く

こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
両
者
の
要
請
を
妥
協
さ
せ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
条
約
は
、

E
G
B
G
B
三

条
二
項
に
い
う
直
接
適
用
可
能
性
を
維
持
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
条
約
の
内
容
を
取
り
入
れ
た
規
定
、
す
な
わ
ち

E
G
B
G
B
一
八
条
お
よ

び
二
六
条
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
一
九
八

O
年
六
月
一
九
日
の

E
C
条
約
は
、
更
に
状
況
が
複
雑
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
西
ド
イ



ツ
は
、
同
条
約
の
批
准
を
前
提
と
し
な
が
ら
、

E
G
B
G
B
改
正
の
作
業
を
進
め
、
現
に
、

し
た
が
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
同
条
約
は
、
デ
ン
マ
ー
ク

E
G
B
G
B
改
正
法
と
同
時
に
承
認
法
を
制
定

(
一
九
八
四
年
)
・
フ
ラ
ン
ス

(
一
九
八
二
年
)
・
イ
タ
リ
ア
(
一
九
八
四
年
)
・

に
よ
り
批
准
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
後
、
ベ
ル
ギ
ー

も
の
の
、
今
日
ま
で
ま
だ
発
効
し
て
い
な
い
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
批
准
国
の
う
ち
、
ベ
ル
ギ
ー
・
デ
ン
マ
ー
ク
・
ル
ク
セ
ン
プ
ル
ク
は
、

す
で
に
条
約
発
効
に
先
立
ち
、
国
内
法
上
、
条
約
の
実
質
的
内
容
を
施
行
し
て
い
た
(
詳
細
に
つ
い
て
は
、
後
述
三

4
参
照
)
。
そ
こ
で
、
西

ル
ク
セ
ン
プ
ル
ク

こ
九
八
六
年
)

(
一
九
八
七
年
)

に
よ
り
批
准
さ
れ
た

ド
イ
ツ
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
条
約
発
効
前
の
施
行
を
目
指
し
た
の
で
あ
っ
た
。

西
ド
イ
ツ
が
採
用
し
た
方
法
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、

一
九
八
六
年
の
条
約
承
認
法
は
、
条
約
の
直
接
適
用
可
能
性
を

国際私法立法における条約の受容

否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
法
一
条
二
項
に
よ
る
と
、
寸
条
約
の
一
条
な
い
し
一
一
一
条
に
置
か
れ
た
諸
規
定
は
、
国
内
法
上
、
直
接
に
適
用
さ

れ
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

E
G
B
G
B
三
条
二
項
前
段
の
適
用
は
な
く
、
契
約
の
準
拠
法
に
関
し
て
は
、
同
条
約
で
は

E
G
B
G
B
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
次
に
、
そ
の

E
G
B
G
B
に
お
い
て
は
、
同
条
約
の
内
容
に
沿
っ
た
規
定
が
置
か
れ
た
が
、

E
G
B
G
B
の
体
系
と
の
調
和
が
図
ら
れ
的
。
こ
の

E
G
B
G
B
の
体
系
と
の
調
和
は
、
必
ず
し
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
わ

お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
く
、
そ
れ
ら
は
、

け
で
は
な
い
が
、

ま
ず
、

E
G
B
G
B
二
七
条
な
い
し
三
七
条
(
二
章
五
節
一
款
)
は

一
九
八
六
年
の
条
約
承
認
法
が
直
接
適
用
可
能
性
を
否
定
し
た
同

条
約
一
条
な
い
し
一
一
一
条
の
ほ
と
ん
ど
の
規
定
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
条
約
一
条
一
項
(
渉
外
性
)
・
二
条
(
非
締
約
国
法
の
適
用
)
・

七
条
一
項
(
第
三
国
の
強
行
法
規
)
・
一
七
条
(
条
約
の
遡
及
効
排
除
)
・
一
九
条
二
項
(
準
国
際
私
法
関
係
へ
の
適
用
義
務
不
存
在
)
・
二

O

条
(
共
同
体
法
の
優
位
)
・
二
一
条
(
他
の
条
約
と
の
関
係
)
は
、
全
く
除
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
、
条
約
七
条
一
項
の
除
外

は
、
西
ド
イ
ツ
が
条
約
二

O
条
一
項

a
号
に
も
と
づ
く
留
保
宣
言
を
行
っ
た
た
め
で
あ
る
。

次
に
、
条
約
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た

E
G
B
G
B
の
諸
規
定
を
条
約
の
ド
イ
ツ
語
の
正
文
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
各
所
に
文
言
の
加
除
・
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説

変
更
な
ら
び
に
条
文
配
列
の
変
更
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
詳
細
は
、
後
に
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
概
略
だ
け
を
見
て
お
く

と
、
文
言
の
加
除
・
変
更
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
規
定
に
及
ん
で
い
る
。
と
り
わ
け
、

E
G
B
G
B
三
七
条
は
、
条
約
の
適
用
除
外
事
項

に
関
す
る
条
約
一
条
二
項
の
う
ち
、

c
号
(
有
価
証
券
)
・

e
号
(
法
人
の
内
部
関
係
)
・

f
号
(
代
理
)
な
ら
び
に
三
項
お
よ
び
四
項

(
E

C
域
内
に
お
け
る
保
険
契
約
)
を
受
容
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、

a
号
(
自
然
人
の
能
力
)
・

b
号
(
親
族
・
相
続
法
に
関
連
し
た
契
約
)
・

d

号
(
仲
裁
・
裁
判
管
轄
の
合
意
)
・

g
号
(
信
託
)
・

h
号
(
証
明
お
よ
び
手
続
)
が
除
か
れ
て
い
る
。
条
文
配
列
に
関
し
て
は
、
と
り
わ
け

契
約
の
方
式
に
関
す
る
条
約
九
条
一
項
な
い
し
四
項
お
よ
び
六
項
が
、
法
律
行
為
の
方
式
全
体
に
関
す
る

E
G
B
G
B
一
一
条
一
項
な
い
し

四
項
(
二
章
二
節
)
へ
、
権
利
能
力
お
よ
び
行
為
能
力
に
関
す
る
条
約
一
一
条
が
、
契
約
の
相
手
方
保
護
に
関
す
る

E
G
B
G
B
一
二
条
前

へ
移
さ
れ
た
。
ま
た
、
公
序
に
関
す
る
条
約
一
六
条
は
、

E
G
B
G
B
六
条
(
二
章
一
節
)
に
含
ま
れ
て
い
る
と
解
す
る

北法41(2・10)520

論

段
(
二
章
二
節
)

他
な
い
。

以
上
を
み
る
と
、
西
ド
イ
ツ
は
、
同
条
約
の
趣
旨
お
よ
び
目
的
、
す
な
わ
ち
契
約
準
拠
法
に
関
す
る
国
際
私
法
規
定
の
統
一
よ
り
も
、
む

し
ろ

E
G
B
G
B
の
体
系
を
優
先
さ
せ
た
か
に
見
え
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
条
約
一
八
条
の
趣
旨
に
沿
っ
た

E
G
B
G
B
三
六
条
の
存

在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
条
約
一
八
条
と
文
言
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
が
、
「
統
一
的
解
釈
L

と
題
し
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
契
約
債
務
関
係
を
規
律
す
る
本
章
の
規
定
の
解
釈
お
よ
び
適
用
に
際
し
て
は
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
た
契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
一
九

八
O
年
六
月
一
九
日
の
条
約
こ
九
八
六
年
連
邦
官
報
二
巻
八

O
九
頁
)
の
諸
規
則
が
、
締
約
国
聞
に
お
い
て
統
一
的
に
解
釈
お
よ
び
適
用

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
こ
れ
に
よ
り
、
他
の
締
約
国
の
言
語
に
よ
る
正
文
、
他
の
締
約
国
の
判
例
な

ど
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
効
性
は
、
後
述
の
よ
う
に
疑
わ
れ
て
い
る
。



国
際
法
上
の
制
限

1 

ハ
l
グ
国
際
私
法
条
約

一
般
に
、
圏
内
に
お
け
る
条
約
の
実
施
方
法
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
規
律
す
る
一
般
国
際
法
上
の
原
則
が
存
在
せ
ず
、
各
締
約
国
が
そ
れ

ぞ
れ
の
憲
法
の
枠
内
に
お
い
て
任
意
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
条
約
自
体
が
締
約
国
の
圏
内
に
お

け
る
条
約
の
実
施
方
法
を
あ
ら
か
じ
め
規
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
ハ

l
グ
国
際
私
法
条
約
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な

規
定
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
ハ

l
グ
国
際
私
法
条
約
は
、
署
名
国
の
批
准
、
受
諾
ま
た
は
承
認
を
要
求
し
て
き

た
が
、
そ
れ
以
上
に
、
条
約
の
実
施
方
法
と
し
て
、
条
約
に
直
接
的
な
圏
内
法
上
の
効
力
を
与
え
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
条
約
の
内
容
を
取

り
入
れ
た
法
律
の
制
定
に
よ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
何
も
定
め
て
い
な
い
。

国際私法立法におりる条約の受容

も
ち
ろ
ん
、
各
締
約
国
は
、
自
国
に
つ
い
て
効
力
が
発
生
し
た
条
約
を
履
行
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
(
条
約
法
条
約
二
六
条
)
、
国

内
法
を
理
由
と
し
て
、
条
約
の
不
履
行
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
同
二
七
条
)
。
し
か
し
、
条
約
上
の
義
務
違
反
は
、
あ
く
ま
で
も

具
体
的
な
事
件
に
お
い
て
、
締
約
国
の
裁
判
所
が
ハ

l
グ
国
際
私
法
条
約
の
不
適
用
ま
た
は
適
用
違
背
の
結
果
を
生
じ
る
よ
う
な
判
決
を
下

し
た
場
合
な
ど
に
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
持
、
ハ

l
グ
国
際
私
法
条
約
の
内
容
を
取
り
入
れ
た
と
さ
れ
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
段
階
で
は
、
こ

れ
を
判
断
し
え
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
抽
象
的
に
、
法
律
の
個
々
の
規
定
が
条
約
違
反
で
あ
る
か
否
か
を
言
う
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
。

北法41(2・11)521 



説

2 

E
C
契
約
準
拠
法
条
約
に
関
す
る

E
C
委
員
会
の
勧
告

同
じ
事
は
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
、

E
C
の
契
約
準
拠
法
条
約
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

ま
さ
に
同
条
約

北法41(2・12)522

"-"、
百岡

の
報
告
書
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
〔
条
約
の
署
名
お
よ
び
批
准
を
定
め
た
〕
二
八
条
は
、
各
締
約
国
が
い
か
に
し
て

条
約
の
規
定
を
圏
内
法
に
受
容
す
べ
き
か
を
規
定
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
問
題
の
解
決
は
、
国
際
的
慣
習
に
し
た
が
い

(E与
己

g

E
Z
E
E
-
o
s
-
g
の
8
2
。m
g
E宮
出
)
、
国
家
の
権
限
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
締
約
国
は
、
本
条
約
に
直
接
に

法
律
の
効
力
を
付
与
す
る
か
、
ま
た
は
本
条
約
の
規
定
を
適
当
な
形
式
で
国
内
法
規
に
取
り
入
れ
る
か
、
い
ず
れ
か
に
よ
り
本
条
約
を
実
施

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
L

こ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
、
西
ド
イ
ツ
が
同
条
約
に
対
し
て
圏
内
法
上
の
直
接
適
用
可
能
性
を
否
定
し
、
代
わ
り
に
条
約
の
内
容
を

E
G
B
G

B
に
取
り
入
れ
た
と
こ
ろ
で
、
何
ら
条
約
の
不
履
行
と
い
う
問
題
は
生
じ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

E
C
委
員
会
は
、
最
終
的

一
九
八
五
年
一
月
一
五
日
付

に
成
立
し
た

E
G
B
G
B
改
正
法
と
こ
の
点
で
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
一
九
八
三
年
の
政
府
草
案
に
対
し
て
、

け
で
、
次
の
よ
う
な
勧
告
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

E
C
構
成
国
は
、
寸
共
同
体
の
内
部
に
お
い
て
、
特
に
裁
判
管
轄
お
よ
び
判
決
執
行
の
分
野
で
す
で
に
始
ま
っ
た
国
際
私
法
の

統
一
を
、
一
層
前
進
さ
せ
る
よ
う
努
め
、
契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
統
一
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
を
欲
し
て
」
本
条
約
を
採
択
し
た
(
条

約
序
文
)
。
そ
し
て
、
条
約
の
第
二
編
(
三
条

1
二
二
条
)
は
、
ま
さ
に
寸
統
一
規
定
L

と
い
う
表
題
を
掲
げ
て
い
る
。
ま
た
、
各
締
約
国
は
、

「
本
条
約
に
よ
り
達
成
さ
れ
た
法
統
一
が
、
他
の
・
・
・
条
約
の
締
結
に
よ
り
害
さ
れ
る
虞
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、

E
C
理
事
会

の
事
務
局
に
対
し
、
本
条
約
の
署
名
国
間
で
協
議
を
行
う
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
条
約
二
五
条
)
。
更
に
、
同
条
約
の
採
択
と
同
時

に
行
わ
れ
た
共
同
宣
言
は
、
本
条
約
に
よ
り
追
求
さ
れ
た
法
統
一
が
解
釈
の
相
違
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
各
締
約
国
は
、
同
条
約
を
寸
こ
の
よ
う
な
統
一
法
と
し
て
の
性
格
に
沿
っ
た
方
法
で
国
内
法
に
受
容
す
る
義
務
L

を



負
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
条
約
の
統
一
的
解
釈
は
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
「
全
締
約
国
に
共
通
の
規
範
と
し
て
認
識
か
つ
適
用
で
き
る
場
合

に
の
み
L

可
能
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
同
条
約
の
実
施
方
法
は
、
こ
れ
を
可
能
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
同
条
約
が
、
そ

の
実
施
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
法
律
の
解
釈
に
疑
義
が
生
じ
た
場
合
に
、
間
接
的
に
参
照
さ
れ
る
だ
げ
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
同
条
約
の
統

一
法
と
し
て
の
性
格
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
、
西
ド
イ
ツ
は
、
同
条
約
に
対
し
、
国
内
法
に
お
け
る
直
接
適
用
可
能
性
を
否
定
し
、
同
条
約
の
内
容
を

E
G
B
G
B
に
取
り

入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の

E
G
B
G
B
草
案
に
お
い
て
は
、
同
条
約
の
一
部
の
規
定
は
受
容
さ
れ
ず
、
一
部
は
文
言
な
い
し

内
容
が
変
更
さ
材
、
一
部
は
各
所
に
分
散
さ
れ
的
。
ま
た
、
同
条
約
の
統
一
的
解
釈
に
関
す
る

E
G
B
G
B
三
六
条
は
、
そ
の
目
的
を
達
成

す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
裁
判
所
に
困
難
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
西
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
、
名
実
と
も
に
相
異
な
っ
た
二
つ

の
条
文
を
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ま
た

E
C
裁
判
所
の
判
断
を
仰
ぐ
た
め
に
は
、

E
G
B
G
B
の
ど
の
規
定
が
同
条
約
に
該
当
す
る
か

を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

国際私法立法における条約の受容

む
し
ろ
内
容
の
変
更
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
更
に
、
そ
れ
は
、

E
C
裁
判
所
の
管
轄
を
西
ド
イ
ツ
と
の
関
係
で
あ
ら
か
じ
め
無
意
味
に
し
て
し
ま
う
の
で
、
「
E
C
裁
判
所
に
特

別
の
管
轄
を
付
与
し
、
必
要
な
場
合
に
は
、
そ
の
た
め
の
条
約
締
結
に
つ
い
て
協
議
す
る
可
能
性
を
検
討
す
る
」
と
い
う
共
同
宣
言
上
の
義

務
に
反
す
る
。
同
条
約
の
署
名
に
よ
り
E
C
構
成
国
が
合
意
し
た
法
統
一
と
は
、
国
内
法
の
法
典
化
、
体
系
化
お
よ
び
文
言
統
一
の
必
要
に

対
し
て
さ
え
も
、
限
界
を
認
識
す
る
よ
う
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。
各
構
成
国
は
、
条
約
の
白
的
実
現
を
危
う
く
す
る
よ
う
な
措
置
を
止
め
、

目
的
実
現
に
最
も
適
し
た
措
置
だ
け
を
行
う
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、

E
C
委
員
会
は
、
西
ド
イ
ツ
に
対
し
、
寸
以
下
の
目
的
の
た
め
に
、
憲
法
上
与
え
ら
れ
た
す
べ
て
の
可
能
性
を

駆
使
す
る
よ
う
勧
告
す
る
。

(a)
西
ド
イ
ツ
裁
判
所
が
直
接
に
同
条
約
の
文
言
を
援
用
で
き
る
こ
と
。

(
b
)
同
条
約
の
国
内
実
施
に
際
し

北法41(2・13)523

以
上
の
よ
う
な
同
条
約
の

E
G
B
G
B
へ
の
受
容
は
、

も
は
や
単
な
る
形
式
の
変
更
と
は
言
え
ず
、



説

て
は
、
規
定
の
内
容
、
形
式
お
よ
び
配
列
の
変
更
な
ら
び
に
削
除
お
よ
び
調
整
を
避
げ
る
こ
と
。
」

論

E
C
委
員
会
の
勧
告
に
対
す
る
反
論

以
上
の
よ
う
な

E
C
委
員
会
の
勧
告
は
、
同
条
約
の
報
告
書
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

3 

北法41(2・14)524

E
C
委
員
会
は
、
条

約
の
圏
内
法
上
の
実
施
に
関
し
て
、
憲
法
上
の
制
約
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
そ
の
枠
内
に
お
い
て
、
条
約
の
目
的
お
よ
び
趣
旨
に
最
も

適
す
る
方
法
を
選
択
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

E
C
委
員
会
の
勧
告
に
対
し
て
、
西
ド
イ
ツ
政
府
が

ど
の
よ
う
な
回
答
を
行
っ
た
か
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
西
ド
イ
ツ
連
邦
下
院
の
法
制
委
員
会
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
政
府

草
案
の
立
場
を
変
更
す
る
必
要
は
な
い
と
判
断
し
た
。

ま
ず
、
西
ド
イ
ツ
方
式
は
国
際
的
に
孤
立
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
同
条
約
は
、
ま
だ
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
・

デ
ン
マ
ー
ク
に
よ
り
批
准
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
他
の
署
名
国
が
い
か
な
る
条
約
実
施
方
法
を
採
用
す
る
か
は
、
完
全
に
は
予
測
で
き
な

い
が
、
少
な
く
と
も
従
来
の
例
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
西
ド
イ
ツ
方
式
に
準
じ
た
条
約
実
施
方
法
の
採
用
は
、
充
分
に
起
こ
り
う
る
。

更
に
、
条
約
二
条
は
、
非
締
約
国
法
の
適
用
も
義
務
づ
け
て
い
る
の
で
、
契
約
債
務
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
も
は
や
独
自
の
抵
触
法
定

立
の
余
地
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
将
来
〔
条
約
が
発
効
し
た
と
き
に
は
〕
債
務
法
に
と
っ
て
決
定
的
と
な
る
規
定
を
、
新
し

い
立
法
に
取
り
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
法
源
が
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
実
務
家
に
と
っ
て
も
、
抵

触
法
規
定
へ
の
接
近
が
容
易
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
西
ド
イ
ツ
方
式
は
、
同
条
約
の
規
定
か
ら
相
当
に
か
け
離
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
同
条
約
の
規
定
は
、
新
し

い
立
法
に
お
い
て
、

ほ
と
ん
ど
文
言
通
り
に
、

ま
た
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
内
容
的
に
一
致
さ
せ
て
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
非
常
に
僅
か
の
相
違
点
は
、

E
E
C条
約
一

O
O条
に
よ
る
理
事
会
の
指
針
の
場
合
に
も
、
圏
内
の
立
法
者
に
許
さ
れ
て
い
る
よ
う
な



調
整
の
範
囲
に
留
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
条
文
配
列
の
変
更
は
、

国際私法立法におげる条約の受容

そ
れ
ほ
ど
困
難
を
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。

西
ド
イ
ツ
方
式
は
、
同
条
約
の
実
施
地
域
に
お
い
て
最
大
の
統
一
性
を
創
出
し
、
か
つ
維
持
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
国
際
法
上
の
義
務
に

反
す
る
、
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
西
ド
イ
ツ
方
式
は
、
こ
の
よ
う
な
法
統
一
の
合
意

に
反
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
条
約
の
規
定
に
直
接
適
用
可
能
性
を
付
与
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
国
際
法
上
の
義
務
は
存
在
し

な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
西
ド
イ
ツ
は
条
約
の
一
部
を
直
接
適
用
せ
ず
、
そ
れ
に
代
わ
る
園
内
法
に
よ
り
、
そ
の
適
用
を
確
保
す
る
、

と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
も
、
国
際
法
上
の
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
条
約
実
施
方
法
は
、
同
条
約
の
報
告
書

に
お
い
て
、
明
示
的
に
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題
が
交
渉
事
項
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
の
み
、
西
ド
イ
ツ
政
府
は
同
条
約
に
署
名
し
た
。

更
に
、
西
ド
イ
ツ
方
式
は

E
C
裁
判
所
の
解
釈
権
限
を
妨
げ
る
、
と
い
う
主
張
が
あ
る
が
、
同
条
約
に
関
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
権

限
付
与
の
た
め
の
議
定
書
は
、
ま
だ
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
が
近
い
将
来
に
成
立
す
る
と
は
思
え
な
い
。
西
ド
イ
ツ
は
、
今
後
も
、
こ

れ
に
向
け
て
努
力
す
る
が
、
も
し
こ
れ
が
成
立
し
た
な
ら
ば
、
西
ド
イ
ツ
の
最
高
裁
判
所
は
、

E
G
B
G
B
に
受
容
さ
れ
た
同
条
約
の
規
定

に
関
す
る
解
釈
問
題
を
、

E
C
裁
判
所
に
付
託
す
る
義
務
を
負
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
義
務
は
、
議
定
書
自
体
ま
た
は
西
ド
イ
ツ
の
実

施
規
定
に
お
い
て
、
充
分
に
明
白
な
形
で
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
吋
。
連
邦
政
府
は
、
〔
E
G
B
G
B
改
正
草
案
の
理
由
書
に
お
い
て
〕

同
条
約
の
条
文
と
条
約
実
施
の
た
め
の
法
律
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
述
べ
問
。
そ
の
融
合
の
方
式
は
、
お
よ
そ
立
法
技
術
上
の
問

題
に
す
ぎ
な
い
。

仮
に
西
ド
イ
ツ
方
式
そ
れ
自
体
は
、
法
統
一
を
困
難
に
す
る
と
し
て
も
、

E
G
B
G
B
三
六
条
は
、
条
約
一
八
条
よ
り
も
更
に
明
白
に
、

締
約
国
間
に
お
け
る
統
一
的
解
釈
と
い
う
目
的
の
考
慮
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
上
院
は
、
条
約
一
八
条
に
直
接
適
用

可
能
性
を
付
与
し
、

E
G
B
G
B
三
六
条
を
削
除
す
る
よ
う
提
案
し
た
肉
、
契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
諸
規
定
は
、
そ
の
範
囲
を
越
え

北法41(2・15)525



説

た
配
慮
が
必
要
不
可
欠
な
規
定
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
提
案
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

最
後
に
、
西
ド
イ
ツ
方
式
の
決
定
的
理
由
は
、
実
務
家
に
と
っ
て
、
ま
と
ま
っ
た
立
法
と
い
う
統
一
的
法
源
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
、

が
予
防
さ
れ
、

一
般
市
民
に
と
っ
て
も
、
国
際
私
法
へ
の
接
近
が
容
易
と
な
る
。

北法41(2・16)526

論

あ
ら
こ
ち
に
散
ら
ば
っ
た
法
源
を
調
べ
な
く
て
す
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
軽
率
な
寸
自
国
法
指
向
」
(
出
色
白
老
町
件
留
守
与

g)

4 

E
C
委
員
会
の
勧
告
後
に
お
け
る
状
況
の
変
化

以
上
の
よ
う
な
反
論
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
西
ド
イ
ツ
方
式
は
、

一
般
お
よ
び
特
別
の
国
際
法
上
の
義
務
に
違
反
し
て
い
な
い
し
、

宇
品

た
国
内
の
立
法
政
策
上
必
要
で
あ
っ
た
、

と
い
う
主
張
が
読
み
取
れ
る
。
第
二
の
点
は
、
後
に
詳
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、
第
一

の
点
に
関
し
て
、
若
干
の
補
足
を
行
っ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
他
の
批
准
国
の
条
約
実
施
方
法
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
イ
タ
リ

そ
れ
ぞ
れ
一
九
八
二
年
六
月
二
一
日
の
法
律
お
よ
び
一
九
八
四
年
二
一
月
一
八
日
の
法
律
に
よ
り
、
条
約
を
承
認
し
、
条
約
に
直
接

的
な
国
内
法
上
の
効
力
を
与
え
た
。
次
に
、
ベ
ル
ギ
ー
の
一
九
八
七
年
七
月
一
四

H
の
承
認
法
に
よ
る
と
、
条
約
そ
れ
自
体
は
、
条
約
二
九

ア
は
、

条
の
要
件
を
充
た
し
た
と
き
か
ら
、
圏
内
法
上
の
効
力
を
有
す
る
が
(
同
法
一
条
)
、

そ
れ
に
関
わ
り
な
く
、
条
約
の
内
容
は
、
同
法
の
発
効

に
よ
り
、
国
内
法
上
実
施
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
法
二
条
な
い
し
一
六
条
が
、
条
約
一
条
、
三
条
な
い
し
一
六
条
の
フ
ラ
ン
ス
語
お
よ
び

オ
ラ
ン
ダ
語
正
文
を
、
全
く
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
更
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
お
よ
び
ル
ク
セ
ン
プ
ル
ク
に
お
い
て
も
、
同
条
約
の

内
容
は
、
す
で
に
国
内
法
上
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
立
法
技
術
は
、
ベ
ル
ギ
ー
と
若
干
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
ン
マ
ー
ク
の

一
九
八
四
年
五
月
九
日
の
法
律
は
、
そ
の
一
条
一
項
に
お
い
て
、
条
約
の
一
条
な
い
し
一
六
条
、

内
法
上
効
力
を
有
す
る
と
だ
け
規
定
し
て
い
る
。
同
様
に
、

一
八
条
お
よ
び
一
九
条
一
項
の
規
定
が
国

ル
ク
セ
ン
プ
ル
ク
の
一
九
八
六
年
三
月
二
七
日
の
承
認
法
は
、

そ
の
二
条
に
お



い
て
、
条
約
の
一
条
な
い
し
一
六
条
お
よ
び
二
一
条
を
指
定
し
た
。
但
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
法
に
お
い
て
は
、

E
C
域
内
に
お
り
る
保
険
契
約

へ
の
拡
張
適
用
(
同
法
一
条
二
項
)
、
同
法
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
契
約
へ
の
遡
及
効
(
同
四
条
二
項
)
、
他
の
法
規
に
お
け
る
特
別
法
の
優

ま
た
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
法
に
お
い
て
も
、
条
約
二
二
条
一
項

a
号
に
も
と
づ
く
留
保
宣
言
に
よ
り
、

佐
(
同
一
条
三
項
)
な
ど
が
規
定
さ
れ
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
デ
ン
マ
ー
ク
お
よ
び
ル
ク
セ
ン
プ
ル
ク
の
方
式
は
、

の
I
P
R
G
に
お
け
る
個
別
指
定
に
き
わ
め
て
近
似
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

条
約
七
条
一
項
が
除
外
さ
れ
た
。

し
か
し
、

ス
イ
ス

E
C
裁
判
所
の
解
釈
権
限
に
関
し
て
は
、
大
方
の
予
想
に
反
し
、
ま
た
同
条
約
の
発
効
前
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
八
八
年
一
二

月
一
九
日
に
、
二
つ
の
議
定
書
が
採
択
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
議
定
書
に
よ
る
と
、
各
締
約
国
の
裁
判
所
は
、
同
条
約
の
解
釈
問
題

に
つ
い
て
、

E
C
裁
判
所
に
先
決
的
判
決
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
か
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

E
C
裁
判
所
へ
の
付
託
を
締
約
国

の
義
務
と
し
た
場
合
に
比
べ
る
な
ら
ば
、
幾
分
実
効
性
に
不
安
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
、

以
上
の
よ
う
な
状
況
の
変
化
は
、
西
ド
イ
ツ
方
式
の
評
価
に
対
し
て
、

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
、

そ
れ
は
未
確
定
の

問
題
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
同
条
約
の
解
釈
問
題
と
し
て
、

国際私法立法における条約の受容

ま
た

E
C
域
内
に
お
け
る
条
約
の
特
殊
性
に
鑑
み
て
も
、
西
ド
イ
ツ
方

式
が
直
ち
に
条
約
上
の
義
務
違
反
で
あ
る
、
と
明
白
に
主
張
す
る
見
解
は
、
今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
国

際
法
上
の
問
題
に
こ
れ
以
上
深
入
り
す
る
こ
と
は
止
め
、
次
に
、
国
際
私
法
の
立
法
政
策
上
の
問
題
に
移
る
こ
と
に
す
る
。

北法41(2・17)527



説論

四

国
際
私
法
の
立
法
政
策
上
の
問
題
点

北法41(2・18)528

ス
イ
ス
方
式
の
長
所
・
短
所

ス
イ
ス
の

I
P
R
G
に
お
け
る
条
約
の
個
別
指
定
は
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
固
有
の
規
定
と
条
約
の
関
係
を
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
し
よ
う

と
す
る
試
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
事
項
に
関
し
て
、
少
な
く
と
も
普
遍
主
義
に
も
と
づ
く
条
約
の
存
在
だ
け
は
、

I
P
R
G
の
規
定

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
し
、
他
方
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
条
約
の
内
容
に
関
し
て
は
、

I
P
R
G
の
規
定
か
ら
全
く
離
れ
、
直
接
に
条
約
の
規

定
が
参
照
さ
れ
る
の
で
、
条
約
独
自
の
解
釈
が
守
ら
れ
や
す
い
で
あ
ろ
う
。

l 

ま
た

I
P
R
G
は
、
条
約
の
適
用
範
囲
の
拡
張
な
い
し
確
認
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
拡
張
な
い
し
確
認
の
内
容
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
条
約
の
適
用
範
囲
の
拡
張
は
、
も
ち
ろ
ん
条
約
上
の
義
務
に
も
と
づ
く
も
の
で
な
い
た
め
、

ス
イ
ス
国
際
私
法
固
有

の
規
定
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
り
わ
け
、

I
P
R
G
第
一
章
「
共
通
規
定
L

を
適
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、
第
一
に
、

I
P
R
G
の
共
通
規
定
は
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
固
有
の
各
論
規
定
を
前
提
と
し
て
起
草
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

を
条
約
と
融
合
さ
せ
る
こ
と
に
は
適
用
上
の
困
難
が
伴
う
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
単
位
法
律
関
係
の
一
体
的
処
理
の
た
め
に
は
、
条
約
独
自

の
解
釈
が
貫
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
後
見
お
よ
び
そ
の
他
の
保
護
的
処
分
に
関
す
る

I
P
R
G
八
五
条
に
お
い
て
、
同
条
一
項
に

つ
い
て
は
、
条
約
独
自
の
解
釈
が
行
わ
れ
、
同
条
二
項
に
つ
い
て
は
、

I
P
R
G
の
共
通
規
定
が
適
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
両
者
の
聞
に
お
い

て
、
結
果
の
不
整
合
お
よ
び
混
乱
が
生
じ
や
す
い
で
あ
ろ
持
。
但
し
、
ス
イ
ス
政
府
お
よ
び
議
会
関
係
の
資
料
は
、
以
上
の
点
に
つ
い
て
、

見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。



更
に
、

そ
の
他
に
も
、
若
干
不
明
確
な
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
条
約
の
国
際
法
上
の
効
力
と
の
関
係
で
あ
る
。
幸
い

ス
イ
ス
方
式
に
は
、

に
し
て
、

I
P
R
G
に
お
い
て
個
別
に
指
定
さ
れ
た
条
約
は
、
少
な
く
と
も

I
P
R
G
施
行
の
時
点
で
は
、
ス
イ
ス
に
つ
い
て
効
力
を
発
生

ま
だ
破
棄
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
仮
に
ま
だ
発
効
し
て
い
な
い
条
約
を
指
定
し
た
場
合
、
お
よ
び
指
定
さ
れ
た
条

I
P
R
G
に
お
け
る
当
該
条
約
の
指
定
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ

し
て
い
た
し
、

約
が
将
来
に
お
い
て
改
正
ま
た
は
破
棄
さ
れ
た
場
合
に
は
、

ろ
う
か
。
可
能
な
解
釈
は
、
二
つ
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、

I
P
R
G
に
お
け
る
条
約
の
指
定
は
、
あ
く
ま
で
も

I
P
R
G
一
条
二
項
に
お
け
る
条
約
優
位
原
則
の
表
明
を
補
足
す
る
た
め

の
情
報
提
供
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

ス
イ
ス
に
つ
い
て
国
際
法
上
の
効
力
を
発
生
し
て
い
な
い
条
約
の
指
定
は
無
意
味
で
あ
る
、

と

す
る
立
場
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
立
場
に
よ
る
な
ら
ば
、

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、

お
よ
そ
未
発
効
の
条
約
が
指
定
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ

ず
、
ま
た
改
正
な
い
し
破
棄
さ
れ
た
条
約
の
指
定
は
、
早
急
に
削
除
さ
れ
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
新
た
に
ス
イ
ス
に
つ
い
て
効
力
を
発
生
し
た

別
の
条
約
の
指
定
ま
た
は
ス
イ
ス
国
際
私
法
固
有
の
立
法
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、

I
P
R
G
に
お
け
る
条
約
の
指
定
は
、
当
該
条
約
の
国
際
法
上
の
効
力
と
無
関
係
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

ス
イ
ス
に

国際私法立法における条約の受容

つ
い
て
国
際
法
上
の
効
力
を
発
生
し
て
い
な
い
条
約
の
指
定
は
、
条
約
上
の
義
務
に
も
と
づ
か
な
い
で
、
当
該
条
約
の
内
容
を
国
内
法
化
し

た
も
の
で
あ
る
、

と
す
る
立
場
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
の

E
C
契
約
準
拠
法
条
約
の
実
施
に
関
す
る
デ
ン
マ
ー
ク
法
お
よ
び
ル
ク

セ
ン
ブ
ル
ク
法
を
先
例
と
し
て
、
ス
イ
ス
の

I
P
R
G
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
解
釈
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
立
法
の
経
緯
に
鑑
み
る
と
、
両
者
を
同
一
に
解
釈
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
ス
イ
ス
の

I
P
R
G
に
お
け
る
条
約
の
個
別

指
定
を
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
但
し
、
こ
れ
は
、
必
ず
し
も
条
約
の
個
別
指
定
一
般
が

当
該
条
約
の
国
際
法
上
の
効
力
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
デ
ン
マ
ー
ク
法
お
よ
び
ル
ク
セ
ン
プ
ル
ク
法
の
よ
う
に
、

立
法
の
経
緯
お
よ
び
法
律
の
文
言
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
条
約
の
国
際
法
上
の
効
力
か
ら
離
れ
た
個
別
指
定
は
、
充
分
に
可
能
で
あ
る
と
考
え
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説

ら
れ
る
。

論

2 

西
ド
イ
ツ
方
式
の
長
所
・
短
所

ま
た
は
間
も
な
く
批
准
を
予
定
し
て
い
た
普
遍
主
義
に
も
と
づ
く
条
約
は
、
そ
の
実
質
的
内
容
が

E
G
B

G
B
の
条
文
に
転
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
仮
に
条
約
の
コ
ピ

l
と
呼
ん
で
お
く
。
こ
の
よ
う
な
西
ド
イ
ツ
方
式
に
も
、
幾
つ
か
の
長
所
は

西
ド
イ
ツ
が
す
で
に
批
准
し
、

存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
少
な
く
と
も
普
遍
主
義
に
も
と
づ
く
条
約
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
が

E
G
B
G
B
に
コ
ピ
ー
さ
れ
て
い
る
の
で
、
西
ド
イ
ツ

国
際
私
法
の
体
系
を
一
目
で
見
渡
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
点
で
は
、
国
際
私
法
の
専
門
家
以
外
の
者
に
と
っ
て
も
理
解
し
や
す
い
立
法
に
な
っ

(
開
)

て
い
る
。

第
二
に
、
条
約
の
実
質
的
内
容
は
、
当
該
条
約
の
国
際
法
上
の
効
力
い
か
ん
に
関
わ
り
な
く
、
常
に
適
用
さ
れ
う
る
。
こ
れ
は
、

と
り
わ

げ

E
C
契
約
準
拠
法
条
約
の
よ
う
に
、
条
約
の
批
准
回
数
が
足
り
な
い
た
め
、
西
ド
イ
ツ
が
批
准
し
た
後
も
条
約
の
発
効
が
遅
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
有
効
な
手
段
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
条
約
の
発
効
前
に
お
け
る
国
内
法
上
の
実
施
の
た
め
に
は
、
必
ず
し
も
条

約
の
コ
ピ
ー
に
よ
ら
な
く
て
も
、
デ
ン
マ
ー
ク
法
お
よ
び
ル
ク
セ
ン
プ
ル
ク
法
の
例
に
な
ら
い
、
個
別
指
定
の
方
式
を
取
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。第三
に
、

E
G
B
G
B
に
お
い
て
は
、
条
約
の
趣
旨
お
よ
び
目
的
に
対
す
る
一
定
の
配
慮
も
行
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
扶
養
義
務
の

準
拠
法
お
よ
び
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
二
つ
の
ハ
!
グ
条
約
は
、
そ
れ
ぞ
れ

E
G
B
G
B
一
八
条
お
よ
び
二
六
条
に
お
い
て
コ

ピ
ー
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
条
約
は
、

E
G
B
G
B
三
条
二
項
前
段
に
い
う
寸
直
接
適
用
可
能
な
L

条
約
で
あ
る
か
ら
、
条
約
自
体
が

E
G
B
G
B
の
規
定
に
優
先
し
て
い
る
。
ま
た
、

E
C
契
約
準
拠
法
条
約
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
一
九
八
六
年
の
承
認
法
に
よ
り
直
接
適
用
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可
能
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、

E
G
B
G
B
に
お
い
て
、
そ
の
実
質
的
内
容
が
コ
ピ
ー
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、

い
て
、
締
約
国
間
に
お
け
る
統
一
的
解
釈
・
適
用
に
対
す
る
配
慮
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

E
G
B
G
B
三
六
条
に
お

以
上
の
よ
う
な
長
所
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
ド
イ
ツ
方
式
に
対
し
て
は
、
様
々
の
疑
問
点
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
大
き
く
分

け
る
と
、
内
在
的
欠
陥
お
よ
び
実
践
上
の
失
敗
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
一
に
、
内
在
的
欠
陥
と
し
て
は
、
条
約
と
圏
内
法
の
体
系
を
融
合
し
よ
う
と
し
た
場
合
の
困
難
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
両
者
は
、

国
際
私
法
の
分
野
に
お
い
て
、
漸
進
的
に
接
近
し
つ
つ
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
、
異
質
の
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
条
約
の
体
系
を
無
理
に
国
内
法
の
体
系
に
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
条
文
の
配
列
・
用
語
法
な
ど
は
変
更
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
し
、
一
部
の
総
論
規
定
は
、
重
複
ま
た
は
不
一
致
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
実
践
上
の
失
敗
と
し
て
は
、

E
G
B
G
B
に
お
け
る
条
約
の
コ
ピ
ー
が
不
完
全
で
あ
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
先

の
内
在
的
欠
陥
に
含
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
そ
れ
以
外
に
も
、
条
約
の
規
定
が
不
必
要
に
削
除
・
訂
正
さ
れ

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

国際私法立法における条約の受容

具
体
的
に
は
、
ま
ず
総
論
規
定
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。

E
G
B
G
B
に
お
い
て
は
、
寸
実
質
規
定

L
(
ω
R
F
g
a
n宵
5
2
)
の
指
定
が

明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
国
際
私
法
を
含
ま
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
(
三
条
一
項
後
段
)
、
単
に
「
法
」

(mRZ)
が
指

定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
れ
は
国
際
私
法
を
含
む
(
四
条
一
項
前
段
)
。
す
な
わ
ち
、
反
致
お
よ
び
転
致
が
認
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
多
く
の
国
際
私
法
条
約
は
、
反
致
お
よ
び
転
致
を
明
文
で
否
定
す
る
か
、
ま
た
は
反
致
お
よ
び
転
致
に

関
す
る
規
定
を
置
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
否
定
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
扶
養
義
務
の
準
拠
法
お
よ
び
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
二
つ
の
ハ

1
グ
条
約
を
コ
ピ
ー
し
た

E
G
B
G
B
一
八
条
お
よ

び
二
六
条
は
、
条
約
に
お
い
て
単
に
「
法
L

と
な
っ
て
い
る
箇
所
を
法
の
「
実
質
規
定
」
(
一
八
条
)
な
い
し
寸
方
式
要
件
」
(
明
日
ヨ
∞
止
。
丘
q
E留
め
)
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説

(
二
六
条
)

(
回
)

と
言
い
換
え
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

E
G
B
G
B
三
条
一
項
後
段
に
よ
り
、
反
致
お
よ
び
転
致
は
否
定
さ
れ
る
。

北法41(2・22)532

論

E
C
契
約
準
拠
法
条
約
を
コ
ピ
ー
し
た

E
G
B
G
B
二
七
条
以
下
は
、
「
法
L

を
指
定
し
て
い
る
が
、
同
条
約
に
お
い
て

も
、
反
致
は
否
定
さ
れ
て
い
る
(
条
約
一
五
条
)
。
そ
こ
で
、

E
G
B
G
B
三
五
条
一
項
は
、
条
約
一
五
条
に
な
ら
い
、
「
本
款
〔
日
二
章
五

節
一
款
、
す
な
わ
ち
二
七
条
な
い
し
三
七
条
〕
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
べ
き
国
家
法
は
、
当
該
国
家
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
実
質
規
定
を
意

こ
れ
に
対
し
て
、

味
す
る
も
の
と
解
す
る
」
と
規
定
し
た
。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
条
約
一
五
条
と
文
言
は
異
な
る
が
、
反
致
お
よ
び
転
致
を
否
定
す
る
点
で

は
、
実
質
上
同
じ
効
果
を
持
つ
。

と
こ
ろ
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
同
条
約
の
規
定
は
、

E
G
B
G
B
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
二
章
五
節
一
款
だ
け
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。

と
り
わ
け
契
約
の
方
式
に
関
す
る
条
約
九
条
お
よ
び
行
為
能
力
等
に
関
す
る
条
約
一
一
条
は
、
そ
れ
ぞ
れ

E
G
B
G
B
一
一
条
お
よ
び
一
一
一

条
(
二
章
二
節
)
に
お
い
て
コ
ピ
ー
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
条
約
九
条
H
E
G
B
G
B
一
一
条
は
、
も
と
も
と
法
の
「
方
式
要
件
」
を
指

定
し
て
い
た
し
、
条
約
一
一
条
に
お
い
て
「
法
」
と
な
っ
て
い
た
箇
所
は
、

E
G
B
G
B
一
二
条
に
お
い
て
、
法
の
「
実
質
規
定
」
と
改
め

(
川
)

ら
れ
た
。
以
上
の
よ
う
な

E
G
B
G
B
の
規
定
は
、
結
果
的
に
不
備
は
無
い
と
し
て
も
、
き
わ
め
て
分
か
り
に
く
い
と
言
え
よ
う
。

次
に
、

E
G
B
G
B
四
条
三
項
は
、
不
統
一
法
国
の
指
定
に
関
し
て
、
間
接
指
定
説
を
取
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
扶
養
義
務
の
準
拠
法

お
よ
び
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
二
つ
の
ハ
!
グ
条
約
と
同
じ
解
決
方
法
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
条
約
に
関
し
て
は
、
お

そ
ら
く
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
れ
。
し
か
し
、

E
C
契
約
準
拠
法
条
約
に
関
し
て
は
、
そ
の
一
九
条
一
項
が
直
接
指
定
説
を
取
っ
て
い
る
の

E
G
B
G
B
三
五
条
二
項
が
置
か
れ
た
。

で
、
こ
れ
に
な
ら
っ
て
、

E
G
B
G
B
六
条
は
、
公
序
を
規
定
し
て
い
る
が
、
特
に
改
正
前
の

E
G
B
G
B
三
O
条
と
異
な
り
、
外
国
法
の
適
用
が
「
明
ら

(
同
)

か
に
」

(
O
R
O
E
-
n
z
r
y
)
ド
イ
ツ
法
の
本
質
的
諸
原
則
と
相
い
れ
な
い
結
果
に
至
る
こ
と
を
要
件
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
条
文
の

(
即
)

起
草
は
、

E
C
契
約
準
拠
法
条
約
一
六
条
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
条
約
一
六
条

更
に
、



と
E
G
B
G
B
六
条
と
で
は
、
文
言
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
し
、
何
よ
り
も
E
G
B
G
B
六
条
後
段
は
、
「
と
り
わ
け
〔
外
国
法
の
〕
適
用

が
基
本
権
合

E
ロ号
R
Z
O
)
と
相
い
れ
な
い
場
合
に
」
公
序
が
発
動
さ
れ
る
と
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、

E
C
契
約
準
拠
法
条
約
お

(
同
}

よ
び
ハ

l
グ
条
約
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

続
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
条
約
の
事
項
的
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
定
の
取
り
扱
い
で
あ
る
。
と
り
わ
け
E
C
契
約
準
拠
法
条
約
の
一
条

二
項
お
よ
び
三
項
は
、
同
条
約
の
適
用
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
る
事
項
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
前
述
の
よ
う
に
、
二
項

a
号・

E
G
B
G
B
三
七
条
に
お
い
て
コ
ピ
ー
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
何
故
こ
れ
ら
の
規
定
が
コ
ピ
ー
さ
れ

(
間
}

そ
の
理
由
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
適
用
除
外
事
項
は
、

E
G
B
G
B
三
七
条
に
転
記

さ
れ
た
が
、
二
章
五
節
一
款
の
適
用
を
排
除
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
代
わ
る
特
別
の
抵
触
規
定
が
必
ず
し
も
置
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
法
の
欠

棋
が
坐
じ
て
い
る
。

b
号
・

d
号
・

g
号
・

h
号
は
、

な
か
っ
た
の
か
、

更
に
、
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、
西
ド
イ
ツ
方
式
が
条
約
の
趣
旨
お
よ
び
目
的
、

と
り
わ
け
締
約
国
聞
に
お
け
る
統
一
的
解
釈
の
要
請
に

反
す
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
懸
念
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

E
G
B
G
B
に
お
け
る
条
約
の
コ
ピ
ー
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
至
る
所
に
お

国際私法立法における条約の受容

い
て
文
言
の
加
除
・
変
更
お
よ
び
条
文
配
列
の
変
更
が
行
わ
れ
て
お
り
、
何
よ
り
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
条
約
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
少
な
く
と
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
固
有
の
規
定
と
同
様
に
解
釈
さ
れ
る
虞
が
あ
る
。
も
っ
と

も
、
前
述
の
よ
う
に
、
扶
養
義
務
の
準
拠
法
お
よ
び
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
二
つ
の
ハ

1
グ
条
約
は
、

E
G
B
G
B
三
条
二
項
前

段
に
よ
り
、

E
G
B
G
B
一
八
条
お
よ
び
二
六
条
に
対
し
て
優
先
す
る
し
、

E
C
契
約
準
拠
法
条
約
に
関
し
て
は
、

E
G
B
G
B
三
六
条
が

置
か
れ
て
い
る
の
で
、
統
一
的
解
釈
に
考
慮
が
払
わ
れ
る
と
期
待
し
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

E
G
B
G
B
に
お

け
る
条
約
の
趣
旨
お
よ
び
目
的
に
対
す
る
配
慮
は
、
不
充
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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第
一
に
、
前
述
の
二
つ
の
ハ

l
グ
条
約
が

E
G
B
G
B
一
八
条
お
よ
び
二
六
条
に
対
し
て
優
先
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
扶



説

養
義
務
の
準
拠
法
お
よ
び
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
し
て
は
、
直
接
に
条
約
の
規
定
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

E
G
B
G
B
一

八
条
お
よ
び
二
六
条
は
、
本
来
全
く
無
意
味
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
、

E
G
B
G
B
の
規
定
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ

れ
ら
の
条
約
は
、
直
接
適
用
可
能
な
条
約
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
規
定
が
参
照
さ
れ
な
い
虞
さ
え
も
あ
る
。

第
二
に
、

E
G
B
G
B
三
六
条
は
、
確
か
に

E
C契
約
準
拠
法
条
約
の
統
一
的
解
釈
・
適
用
の
必
要
性
を
「
考
慮
す
る
こ
と
」
(
自

σ
q
c兵
e

包
岳
片
山

mg)
を
義
務
づ
け
て
い
る
が
、
他
方
に
お
い
て
、
同
条
約
の
直
接
適
用
可
能
性
は
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

E
G
B
G
B
の

諸
規
定
だ
け
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

E
G
B
G
B
の
規
定
だ
け
を
適
用
し
な
が
ら
、
い
か
に
し
て
統
一
的
解
釈
の
必
要
性

を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
同
条
約
の
目
的
お
よ
び
趣
旨
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
条
約
の

論

E
G
B
G
B
三
六
条
と
一
九
八
六
年
の
条
約
承
認
法
と
は
、
相
矛
盾
し
た
規

定
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
が
ど
ち
ら
の
規
定
に
従
う
べ
き
か
、
こ
の
点
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

規
定
を
直
接
に
参
照
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

五

お
わ
り
に
l
l
l
わ
が
国
の
法
例
に
お
け
る
問
題
点

わ
が
国
は
、
抵
触
法
の
分
野
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
三
つ
の
ハ

1
グ
国
際
私
法
条
約
を
批
准
し
て
い
る
が
、

六
年
の
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
に
つ
い
て
は
、
公
定
訳
を
公
布
し
た
だ
け
で
あ
り
、

そ
れ
ら
の
う
ち
、

一
九
五

一
九
六
一
年
の
遺
言
の
方
式

の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
お
よ
び
一
九
七
三
年
の
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
取
り
入
れ
た
特
別
の
法

律
を
制
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
八
九
年
に
改
正
さ
れ
た
法
例
三
四
条
は
、
法
例
の
規
定
が
夫
婦
、
親
子
そ
の
他
の
親
族
関
係
に
よ
っ
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て
生
ず
る
扶
養
義
務
な
ら
び
に
遺
言
の
方
式
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
他
方
に
お
い
て
、
無
国
籍
に
関
す
る
こ

八
条
二
項
本
文
・
無
住
所
に
関
す
る
こ
九
条
一
項
・
無
常
居
所
に
関
す
る
三

O
条
本
文
・
不
統
一
法
国
に
関
す
る
コ
二
条
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
と
す
る
。

ま
ず
、
条
約
の
内
容
を
取
り
入
れ
た
特
別
法
の
制
定
は
、
そ
れ
を
一
般
法
に
お
い
て
行
っ
た
西
ド
イ
ツ
方
式
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

ら
の
規
定
が
条
約
に
起
源
を
有
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
特
別
法
の
制
定
に
あ
た
り
、
文
言
の
加
除
・
変
更
お

よ
び
条
文
配
列
の
変
更
が
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
個
別
指
定
を
行
っ
た
ス
イ
ス
方
式
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、
条
約
の
趣
旨
お
よ
び
目
的
の
実

現
に
若
干
逆
行
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
れ
。

こ
れ
に
対
し
て
、
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
の
よ
う
に
、
公
定
訳
だ
け
が
公
布
さ
れ
た
場
合
に
は
、
直
接
に
条
約

の
規
定
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
他
方
に
お
い
て
、
条
約
優
位
の
原
則
さ
え
も
法
例
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
現
状
に
お
い
て
は
、
こ

の
よ
う
な
条
約
の
存
在
は
、
見
落
と
さ
れ
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
同
条
約
は
、
子
の
常
居
所
が
締
約
国
に
あ
る
場
合
に
の
み
適
用

ス
イ
ス
方
式
の
よ
う
に
、
法
例
に
お
い
て
個
別
に
指
定
す
る
こ
と
は
困
難
で

さ
れ
る
点
で
、

い
わ
ゆ
る
相
互
主
義
条
約
に
該
当
す
る
の
で
、

国際私法立法におりる条約の受容

あ
る
。更
に
、
法
例
三
四
条
に
関
し
て
は
、
独
自
の
問
題
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
起
草
者
は
、
条
約
が
規
定
し
て
い
な
い
事
項
に
つ
い
て

は
、
各
締
約
闘
が
自
由
に
規
定
で
き
る
と
の
見
解
に
立
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
見
解
に
は
、
疑
問
が
あ
る
。

ま
ず
何
よ
り
も
、
ハ

l
グ
条
約
と
法
例
と
の
間
で
、
住
所
お
よ
び
常
居
所
の
概
念
が
一
致
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
確
か
に
、
法
例
の

改
正
で
は
、
最
近
の
ハ

1
グ
国
際
私
法
条
約
の
例
に
な
ら
っ
て
、
常
居
所
の
概
念
が
新
た
に
導
入
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
今
回
の
改
正
の
対

象
と
な
っ
た
婚
姻
お
よ
び
親
子
の
分
野
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
財
産
法
の
分
野
は
改
正
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、

結
果
的
に
、
法
例
九
条
二
項
お
よ
び
二
一
条
に
お
い
て
、
住
所
概
念
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
国
法
・
住
所
地
法
・
常
居
所
地
法
の
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説

決
定
に
関
す
る
法
例
二
八
条
な
い
し
三

O
条
は
、
こ
の
よ
う
な
住
所
お
よ
び
常
居
所
の
使
い
分
け
を
前
提
と
し
て
、
同
時
に
改
正
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
条
約
に
規
定
が
無
い
か
ら
と
い
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
前
提
が
当
て
は
ま
ら
な
い
ハ

l
グ
条
約
に
法
例
二
八
条

北法41(2・26)536

=-A 
函間

な
い
し
三

O
条
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
不
適
当
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
住
所
概
念
に
つ
い
て
は
、
別
の
問
題
も
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
一
条
三
項
(
遺
言
の
方

式
の
準
拠
法
に
関
す
る
法
律
七
条
)
は
、
「
遺
言
者
が
特
定
の
地
に
住
所
を
有
し
た
か
ど
う
か
は
、
そ
の
地
の
法
律
に
よ
っ
て
定
め
る
」
と
規

定
し
て
い
る
が
、
改
正
後
の
法
例
は
、
も
は
や
こ
の
よ
う
な
領
土
法
説
を
取
っ
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
改
正
前
の
法
例

に
つ
い
て
領
土
法
説
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
た
旧
二
八
条
二
項
は
、
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

ハ
l
グ
条
約
と
法
例
と
で
は
、
住
所
概
念
が
異
な
っ
て
い
る
。

意
味
に
お
い
て
も
、

ハ
l
グ
条
約
と
法
例
と
の
間
で
、
住
所
お
よ
び
常
居
所
の
概
念
が
一
致
し
て
い
る
と
仮
定
し
て
も
、
次
の
よ
う
な
不
都
合
が
生
じ

る
。
す
な
わ
ち
、
法
例
二
八
条
二
項
本
文
に
よ
り
無
国
籍
者
に
つ
い
て
常
居
所
地
法
に
よ
る
こ
と
は
、
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
条

更
に
、

約
一
条
(
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
法
律
二
条
)
に
お
い
て
も
、
常
居
所
が
す
で
に
択
一
的
な
連
結
点
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
の

で
、
結
果
に
差
異
を
生
じ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
法
例
二
九
条
一
項
お
よ
び
三

O
条
本
文
に
よ
り
無
住
所
ま
た
は
無
常
居
所
の
者
に
つ
い

て
居
所
地
法
に
よ
る
こ
と
は
、
同
条
約
に
お
い
て
は
、
居
所
が
択
一
的
広
連
結
点
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
妥
当
か
ど
う
か
疑
問

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
住
所
お
よ
び
常
居
所
が
無
い
者
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
居
所
地
法
に
よ
る
趣
旨
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し

ろ
択
一
的
連
結
の
趣
旨
に
も
と
づ
き
、
こ
の
よ
う
な
者
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
、
す
な
わ
ち
行
為
地
法
、
本
国
法
ま
た
は
不
動
産
所
在
地
法

の
い
ず
れ
か
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
、

と
解
す
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
単
な
る

一
つ
の
可
能
性
に
す
ぎ
な
い
が
、
法
例
二
九
条
一
項
お
よ
び
三

O
条
の
適
用
に
よ
り
、
最
初
か
ら
、
全
く
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
塞
い
で
お

く
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
、
こ
れ
が
疑
問
点
で
あ
る
。



更
に
、
常
居
所
に
つ
い
て
は
、
法
例
は
、
そ
の
不
存
在
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
が
、
同
じ
可
能
性
が
ハ

l
グ
条
約
に
つ
い
て
認
め
ら
れ

る
か
ど
う
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。
す
な
わ
ち
、
常
居
所
の
不
存
在
を
認
め
な
い
と
い
う
解
釈
も
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
あ
り
う
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
の
可
能
性
も
、
法
例
三

O
条
本
文
の
適
用
に
よ
り
最
初
か
ら
無
視
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
疑
問
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
ハ

l
グ
条
約
の
圏
内
実
施
方
法
は
、
も
ち
ろ
ん
直
ち
に
条
約
上
の
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
少

な
く
と
も
立
法
政
策
上
、
若
干
の
疑
問
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
将
来
、
法
例
が
全
面
的
に
改
正
さ
れ
る
な
ら
ば
、
西
ド
イ
ツ
お
よ
び
ス

イ
ス
の
立
法
例
な
ど
も
参
照
し
な
が
ら
、
条
約
と
圏
内
立
法
の
共
存
に
適
す
る
方
法
が
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

※ 

本
研
究
は
、
財
団
法
人
・
学
術
振
興
野
村
財
団
の
助
成
に
も
と
づ
く
共
同
研
究
「
国
際
私
法
改
正
の
基
礎
研
究
」
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
。

国際私法立法における条約の受容

(
1
)
川
上
太
郎
『
国
際
私
法
の
国
際
的
法
典
化
』
(
一
九
六
七
)
二

O
O頁
以
下
、
池
原
季
雄
『
国
際
私
法
(
総
論
)
』
ご
九
七
三
)
五
四
頁
以
下

参
照
。

(2)
こ
れ
ら
の
条
約
の
翻
訳
と
し
て
、
川
上
太
郎
『
国
際
私
法
条
約
集
』
(
一
九
六
六
)
一

O
七
頁
以
下
が
あ
る
。

(3)
「
相
互
主
義
し
と
い
う
用
語
の
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(
4
)
例
え
ば
、
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
ご
九
六
一
年
)
六
条
、
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
ご
九
七
三
年
)
三
条
な
ど

参
照
。

(
5
)
ぷ
晶
曲
。
ヨ
ロ
巾
印
な
と
も
一
一
一
一
口
う
。
な
お
、
「
普
遍
主
義
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
白
巾
官
w

同・白・
0
・・〉ロ
B
・

s・
ω・
宮
内
向
一
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・
冨
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町
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(
6
)
山
内
惟
介
寸
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
国
際
私
法
典
に
つ
い
て
」
法
学
新
報
八
八
巻
五
・
六
合
併
号
一
七
一
頁
以
下
、
同
「
西
ド
イ
ツ
の
改
正
国
際
私

法
に
つ
い
て
(
上

)
1
(下
)
」
戸
籍
時
報
三
四
四
号
一
七
頁
以
下
、
三
四
五
号
三
七
頁
以
下
、
三
四
六
号
三
七
頁
以
下
、
拙
稿
「
一
九
八
七
年
の
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(出) 1~' ~丈固主主総写字率 QI柊陪~mlK1眠時 1 ・民同く社K rn:: l0mQ l\ ri-rn 一気延長~~('\ユド~'くヤ K~' ~主義2困~+iユ ν!と

4ミ~+.:!走4議事字率~Q ，毛摺!IE""，!{ð~mQaæ~w1とわいユ+.:!+.Q'トJQ吋小おaæg医恭}緩固い時トJ 心Mト{W...)ν ユ+.:!+.!公'同仏 ~01

兵国機144ヰユド~' 1Q+':!~~割m~噌判縦雑草~4令子Q~ミ Q吋 ，Ç'\~' {自i械金平Jj思~思{WO\与11とわいユ!{ð O Schlussbericht， a.a.O.， 

Anm. (3)， S. 302 ; Botschaft， a.a.O.， Anm. (3)， S. 204. 
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(虫)Schlussbericht， a.a.O.， Anm. (10)， S. 191 ; Botschaft， a.a.O.， Anm. (10)， S. 129. Kヤ K~m~司 (N0凶)田長田保u
~子。心， ~~~単-<~' ~~握捌く~U~ .c、， 主主-<u~実....'l~~握~~:!重刑童~Q神話機;{<J噂('í'ト J -\J;ミレ初心。

(巳)Schlussbericht， a.a.O.， Anm. (10)， S. 162 ; Botschaft， a.a.O.， Anm. (10)， S. 114. 

(~) B. Dutoit， Referat， in Lausanner Kolloquium uber den deutschen und den schweizerischen Gesetzentwurf zur 

Neuregelung des Internationalen Privatrechts (1984)， S. 202. 

(~) 1. Schwander， Internationales Vertragsschuldrecht - Direkte Zustandigkeit und objektive Ankntipfung， in 

Beitrage zum neuen IPR des Sachen.， Schuld-und Gesel1schaftsrechts， Festschrift fur Prof. Rudolf Moser， 1987， 

S. 89 f. 

(詩)La declaration et la recommandation suivantes r巴lativesau domaine de la convention sur la loi applicable 

aux ventes a caractere international d'objets mobili巴rscorporels， conclue le 15 juin 1955. V gl. Extraits de l' Acte 

final de la quatorzi色mesession， SJIR， Bd. 37， 1981， S. 175. 

(同)Schlussbericht， a.a.O.， Anm. (10)， S. 137 ff. ; Botschaft， a.a.O.， Anm. (10)， S. 98 f. 

(日)Schlussbericht， a.a.O.， Anm. (10)， S. 137 ; Botschaft， a.a.O.， Anm. (10)， S. 98. 思1S 書量恕 Q~三塁宕寂~u~支払子。

く-~入機器2将{P.:i~{P.;i Q lliB1!抵当 F 主H~恒ト械Q~量æu .;qユい~'田賞襖よJ -W ~ν ニ.f，! O トJQム1í'í'~~槻ムU~' *1益社栴単純機~

-\J Q :lR~u .;qニいさ~' lliB1!長~mlI11J[[餐[Q! ;{<J~ト{P.;i....'lいユ~~単C 144ヰユい F 附綱引~~-\Q I' ~O Siehr， a.a.O.， Anm. (3)， S. 101 f. 

(~) Schlussbericht， a.a.O.， Anm. (10)， S. 160 f. ; Botschaft， a.a.O.， Anm. (10)， S. 112 ff. 

(~)惇故福制Q困鐙宕眼目III( Q耕喜志土日 u 5:-\眠時~~~ヰム-6~j製自主総照働者Q耕喜志士!1 u5:~l{)機器為 F 時J 与ヰ~~長K~耕軍事mU5:~l{)

1 ~超高塁側(......o..c出。 11 1く婦， 1 1 -\J~供) ね~~}や潟!と燕Q掛互選潟u 5:-\眠時 1 ~趨~{P.;i (ー仏出。 111111~供， 1111111~) ば衣

J トJ魁ボド令-(HJ 心~' r 1 糧事~{P.;i J (1m allgemeinen) .;q ~'~ r牢畏聡同J(1m besonderen)-\Jユ小型~II;ミー仏0:: 0Q悩矧事塁

側叩主主 u:l;2:bへ.0~ドユl{) ~ J -¥J' .;qム-6'~州民わ〈届~.~{~宇ねえ)-R-<.i'、窓心-R平J必ぬm。樹〈辺製ト主選対5u0ユい Vgl. Schwander， a. 

a.O.， Anm. (19)， S. 89. 

m)トJQ吋小収減時iEE担割Q医E222F湖特誕(C.:Jc.:J) 11 同様ゐ心矧44124骨収Jヨヨ-W.+主的兵士号やさ~~ポユ。約半J ね必， !@:~侠当， r阻霊長鴬

Q 1 ~議聴亘J(die allg巴meinenRegeln des Vδlkerrechtes) Q障担割拠出公どはい:WU~ユゐ心~時的。時J~Sさ AX' 州民事為「困盤E
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ミ凹

(S-N)
号
制
柑
将

対1S'1 ;韻~~J ~{l司王ま.;.!.，))s' fJ.{:ヲユ懸命tl1三'補1*潟11同様Q摺匝4旬以1辛子(HJ心為平J.mJ~い'匝Zιャト Q糾~~ム4 令(L.lJ' 困E

Q潟艇よJ li[!f!皇制 tl 脳会平;!-Q U .>J tl~ 令。。い~.，Q~'困~Q~活経2主婦~tl :f実J い巡潟1hI.;.!~~ヒ~;i;!1 Q mlE~tl 1Q予Q~4atl1主'トJ

与;-<Ds'誕魁2主婦~tl~題以いの。 Maunz/ Durig， Grundgesetz (Stand 1989)， Art. 25， Rdz. 19， 29 ; Palandt / Heldrich， 

46. AufI. 1987， Anm. 3 b zu Art. 3 EGBGB ; E. Jayme， Referat， in : Jayme / Meessen， Staatsvertrage zum Inter-

nationalen Privatrecht， Berichte der Deutschen GeseIIschaft fur Vδlkerrecht， Heft 16， 1975， S. 25. 1~' 同O向。

凶川機11~事j~~ S'黙阿~'主~~掛~S'wt1亜細以吋!-Q.>J' ~係書~~釦ミヨS'I!!正~~骨量鵬...J';'!.，))S' tl~~~ ユムj 祇J~ν ュ!-Q O BT-Drs. 

10 / 504， S. 36. ト J~tl~ 予Q.{:手心包F 固鐙苦手誕州民~S'~偽~' r困鑑誕S'1 ;益事きEZ」 ti;悩羽ドトQ)J.>Jtl~ !-Q S' fJ1Q千-0'i'ゐ。

(自)刑思表昔日ti' r機器Q図E摺t1f1o'組制~ (1 ~く同)総監。
(日)BT-Drs. 10/504， S. 36. 

m) 悪Aば~'機器S'~困難・謡梨・異戸く・際察結:入Jtl mlE-\司令。， ユ 4ミ会時国臣3年明書{W~ミトJ~tl矧.;.!予Q fJ 今ç r.(\，れ。 VgI. auch Siehr， a. 

a.O.， Anm. (3)， S. 109. 

(毘)湖特潟同長機11廊。 l以はさ主， j旧民・ j~~剥(~) 1 gJ1恒偽援。

(g) VgI. B. von Hoffmann， Empfiehlt es sich， das EG-Ubereinkommen uber das auf vertragIiche Schuldverhaltnisse 

anzuwendende Recht in das deutsche IPR-Gesetz zu inkorporieren?， IPRax 19R4， Heft 1， S. 10 J. Delbruck， 

Referat， in Matscher / Siehr / Delbruck， a.a.O.， Anm. (3)， S. 149. 

(お Gesetzzu dem Ubereinkommen vom 5. Oktober 1961 uber das auf die Fornl letztwiIIger Verfugungen anz-

uwendende Recht， Vom 27. August 1965， BGBI. 1965 II， S. 1144. 間:ムヤトtl0ニドQ熊察当， 1兵1(1(.I:!す1m:::1rn
ゐ心早J，舎の。 Bek.v. 29. 12. 1965， BGBI. 1966 II， S. 11. 

(~) Gesetz zu den Haager Ubereinkommen vom 2. Oktober 1973 uber die Anerkennung und V oIIstreckung von 

Unterhalts巴ntscheidungensowie uber das auf UnterhaltspfIichten anzuwendende Recht， Vom 25. JuIi 1986， BGBI. 

1986 II， S. 825. 困Zムヤト'1 0 二 νQ獄窓~'・民く-\J叶gJm::: 1 回会心fJ1Q時。 Bek. v. 26. 3. 1987， BGBI. 1987 II， S. 

225. 

(沼)j5i;聴創(司) 4持~態。
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(話)BT-Drs. 10/504， S. 29. 

(g:s )匡機器Q帳係官誕4持1匹。 BGBI.1965 II， S. 1144 ; 1986 II， S. 825. 
い二郎二o l¥J Q国自恒U (ìニトJ~' :11同区・ liii;~:l出(詩) 111回総監。

(~)思1...)' (il0∞。∞U.;qユν包F 保わ〈屈ま.;q.l-o'~1>< lj Il IT ぉ:入JU側匹以為異't<心~ν ユト0 0 itt主要U(iユいさ主'
62 ff.， 75 f. 

(芯)Gesetz zu dem Ubereinkommen vom 19. Juni 1980 uber das auf vertragliche Schuldverhaltnisse anzuwendende 

Recht， Vom 25. Juli 1986， BGBI. 1986 11， S. 809. 

(~)機~Q燃誤U~' J，コ 4そ固Q話梨F 旺M栂4う44122 時時総1シ富田~~-\母令。(州民~lj 干ミ様) 0 m;4記Q心トJ令。P 守マ 1]'\ 入~Q謡媒2ミ E否定収J~

トJ二時。 Jayme/ Kohler， Das Internationale Privat-und Verfahrensrecht der Europaischen Gemeinschaft -Jung-

ste Entwicklungen， IPRax 1988， Heft 3， S. 137 ff. 

(需)BT-Drs. 10/504， S. 76. 

(ミ) 同o凶ψ凶 Q者全派..IJ Q羅再~' ~ぷ附1締結~Q製ト認誕.;qム1i'~剰IjllrrQ ft:: 1式 Q耕器対1U~1眠時〈一、機器w駅長わ '-':>.f;! 同 O凶ψ凶|

く保持吋'~IHく係長 U -Hlラm トJ~ 廿~!{l O BT-Drs. 10/504， S. 24 f. 

(忌 Vgl.C. Kohler， Kein Weg zur Rechtsvereinheitlichung - 2ur Ubernahme des EG-Ubereinkommens vom 19. 

Juni 1980 uber das auf vertragliche Schuldverhaltnisse anz1，lwendend巴 Recht一， EuR 1984， Heft 2， S. 155 ff. 

Empfehlung der Kommission der Europaischen G巴meinschaftenvom 15. Januar 1985 betreffend das Ubereinkom-

men vom 19. Juni 1980 uber das auf vertragliche Schuldverhaltnisse anzuwendende Recht (EuIPRむ)(85/ 111 / 

EWG) ， Amtblatt der Europaischen Gemeinschaften Nr. L 44/42 v. 14. 2. 1985， abgedruckt in : IPRax 1985， Heft 

:3， S. 178 ff. ; Siehr， a.a.O.， Anm. (3)， passim. 

(ミ)BT-Drs. 10/503， S. 83 ; 10/504， S. 100. Vgl. auch K. Kreuzer， Erklarung eines generellen Vorbehalts zu Art. 7 

Abs. 1 des Ubereinkommens vom 19. 6. 1980 uber das auf vertragliche Schuldverhaltnisse anzuwendende Recht?， 

IPRax 1984， Heft 6， S. 293 ff. 

(ミ~)剥鰻. g[ N4時~底。

思1...)' ~J~心 QI粍陪泌さ~' t組織摺限Irl'躍起はIjllIT博司J

BT-Drs. 10/504， S. 
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後
述
・
三
3
参
照
。

(
必
)
条
約
一
八
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
O

寸
統
一
的
解
釈
。
前
条
ま
で
の
統
一
的
規
定
の
解
釈
お
よ
び
適
用
に
際
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
の
国
際
性
お
よ
び
統
一
的
解
釈
・
適
用
実
現
の
要
請
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(
却
)
一
三
頁
。

(
必
)
例
え
ば
、
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
一
四
条
二
項
、
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
二

O
条
二
項
な
ど
参
照
。

(
刊
)
こ
れ
に
対
し
て
、
「
千
九
百
二
十
四
年
八
月
二
十
五
日
に
プ
ラ
ッ
セ
ル
で
署
名
さ
れ
た
船
荷
証
券
に
関
す
る
あ
る
規
則
の
統
一
の
た
め
の
国
際

条
約
」
(
船
荷
証
券
条
約
)
の
署
名
議
定
書
二
項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
対
し
法
令
と
し
て
の
効
力
を
与

え
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は
こ
の
条
約
で
採
択
し
た
規
則
を
自
国
の
園
内
法
令
に
適
す
る
形
式
で
そ
の
圏
内
法
令
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
の
条
約
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
L

し
か
し
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当
然
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め
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ボ
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裁
判
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お
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統
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E
C
裁
判
所
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同
条
約
の
解
釈
権
限
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与
え
る
「
可
能
性
の
検
討
」
だ
け
を
義
務
づ
げ
て
い
た
。

(
同
)
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
、
条
約
一
条
一
項
・
二
項

a
号
・

b
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d
号
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共
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優
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)
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二
一

条
(
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と
の
関
係
)
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
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プ
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認
法
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し
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い
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述
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法
制
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す
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4
0
口
出
O町内自由ロ
P
白・白・
0
・唱〉ロヨ・

30)唱
ω・
口
一
一
烈
c
z
q
w
同b・
o-w
〉
ロ
ヨ
(
色
)
噂

ω・
5
H
同・一回内可。℃
Fo--
巾円祖国・白・
0
・・〉ロヨ・

(む
)wω
・
5ι
・
前
者
に
関
し
て
は
、
更
に
、
川
上
太
郎
「
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
ハ

l
グ
条
約
の
形
成
過
程
ー
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
及

び
日
本
国
の
加
入
に
関
連
し
て
|
(
一
一

l
完
)
」
民
商
四
九
巻
六
号
八
五
五
頁
以
下
。
後
者
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
国
際
海
上
物
品
運
送
法
の
統

一
と
国
際
私
法
の
関
係
|
国
際
私
法
は
排
除
さ
れ
る
か
|
」
香
川
法
学
二
巻
二
号
三
一
頁
以
下
。

(臼
)
E
E
C
条
約
一
八
九
条
三
項
参
照
。
〈
m-・白ロ
ny
関門
OH}yczq-
白・同・
0
・
〉
ロ
ヨ
・

2H)・
ω-HH印同・

(
伍
)
前
述
三

2
お
よ
び
注
(
臼
)
参
照
。
但
し
、
報
告
書
は
、
単
に
従
来
の
国
家
実
行
に
つ
い
て
述
べ
た
だ
け
で
あ
り
、
各
締
約
国
が
国
内
立
法
に

よ
っ
て
自
由
に
条
約
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
ま
で
認
め
た
も
の
で
は
な
い
、
と
解
さ
れ
る
。
〈
ぬ
】

Z
。

-zu
白・白・
0
・
唱
〉
ロ
ヨ
・
(
怠
)
・

ω・
芯
同
・
一

。巾
}σ
呂円}♂白・白・

9
・
〉
ロ
ヨ
・

30)ω

同
日
岱
・
内
〉
門
口
門
戸

U
U
W
C
m
m
一
。
口
一
口
一
一
玄
白
門
凹
門
町
巾
『

¥ω
広
町
円
¥
巴
巾
5
3
n
w
-
白血・

9
・
〉
ロ
B
・
(ω)・
ω・
呂
町

(
剖
)
但
し
、
一
九
八
八
年
に
採
択
さ
れ
た
議
定
書
(
後
述
三

4
)
に
お
い
て
は
、
こ
の
趣
旨
の
規
定
は
見
当
た
ら
ず
、
ま
た

E
C
裁
判
所
へ
の
付
託

は
義
務
と
さ
れ
て
い
な
い
。
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説

に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ジ

l
ア
の
場
合
と
同
じ
く
便
宜
的

北法41(2・36)546

(
路
)
「
条
約
の
コ
ピ

l
」
と
は
、
ジ

1
ア
に
よ
る
用
語
法
ョ
問
。
立

qE宮
丘
町
O

己巾
Z

な
用
語
に
す
ぎ
な
い
。

ω芯
宵
w

白ゐ・
0
・w

〉ロヨ・

(
3・
ω・∞伊

(
的
)
前
述
三

3
参
照
。
〈
m-・白
R
Y
ω
一巾
FF
白・白・
0
・w〉ロヨ・

(
ω
y
ω
Z
N・

(
叩
)
ぐ
拘
戸
田
口
-
o
d
F
国-回・
0
・w〉
ロ
ヨ
・
(
告
)wω
・
コ
甲
山

ω凹巾
}MF
同・白・
0
・w〉ロヨ・

(ω)wω
・
E
N・

(
引
)
前
述
四
1
お
よ
び
注
(
訂
)
参
照
。

(
白
)
前
述
二

3
お
よ
び
注
(
お
)
参
照
。

(
回
)
前
述
二

3
お
よ
び
注
(
必
)
な
ら
び
に
三

3
参
照
。

(
似
)
連
邦
政
府
自
身
も
、
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
∞
、
H

，'ロ門田・

5
¥印
E
-
ω
-
E
同・

(
町
)
〈
mFω
一巾
FF
白・目・。・・〉ロヨ・
(

ω

)

噌

∞

回

目

2
・

(
M
m
)

例
え
ば
、

E
G
B
G
B
三
七
条
に
お
け
る
E
C
契
約
準
拠
法
条
約
一
条
二
項
・
三
項
の
不
完
全
な
コ
ピ
ー
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ジ

l
ア
は
、
こ

れ
を
「
起
草
上
の
失
敗
」
(
何
色
白

E-osrz-巾
円
)
と
す
る
。

ω一S
F
出目白。
-
w

〉ロ
B
・
s
-
ω
-
H
S・

(
貯
)
但
し
、
反
致
お
よ
び
転
致
が
指
定
の
趣
旨

(ω
一ロロ牛

R
ぐ
司
君
巳
印

gm)
に
反
す
る
場
合
、
な
ら
び
に
当
事
者
自
治
に
よ
る
法
選
択
の
場
合
は

除
く
。

(
開
)
但
し
、
ハ

l
グ
条
約
に
お
い
て
も
、
古
く
は
、
一
九

O
二
年
の
婚
姻
に
関
す
る
法
律
の
抵
触
を
規
律
す
る
た
め
条
約
一
条
が
反
致
を
認
め
て
お

り
、
最
近
で
も
、
一
九
八
八
年
の
相
続
準
拠
法
条
約
四
条
が
部
分
的
に
転
致
を
一
認
め
て
い
る
。
前
者
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
川
上
・
前
掲
注

(
2
)

一
O
七
頁
。
後
者
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
原
優
寸
へ

l
グ
国
際
私
法
会
議
第
一
六
会
期
の
概
要
」
民
事
月
報
四
四
巻
一
号
三
八
頁
。
そ
の
他
の
例

外
に
つ
い
て
は
、
池
原
・
前
掲
注

(
1
)

一
九
八
頁
以
下
、
山
田
・
前
掲
注

(
7
)
六
O
頁
参
照
。

(
的
)
例
え
ば
、

E
G
B
G
B
一
八
条
一
項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
扶
養
義
務
に
つ
い
て
は
、
扶
養
権
利
者
の
現
常
居
所
に
お
け
る
現
行

法
の
実
質
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
権
利
者
が
こ
の
法
に
よ
り
義
務
者
か
ら
扶
養
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
双
方
が
共

通
に
所
属
す
る
国
の
法
の
実
質
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
」
(
傍
点
筆
者
)

ま
た
、

E
G
B
G
B
二
六
条
一
項
本
文
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
遺
言
は
、
複
数
の
者
が
同
一
文
書
に
お
い
て
行
っ
た
場
合
も
含
め

て
、
そ
の
方
式
が
次
に
掲
げ
る
法
の
い
ず
れ
か
の
方
式
要
件
に
適
合
す
る
と
き
は
、
方
式
に
関
し
有
効
と
す
る
。
」
(
傍
点
筆
者
)

(
削
)
政
府
草
案
の
理
由
書
お
よ
び
連
邦
下
院
の
法
制
委
員
会
の
報
告
書
は
、

E
G
B
G
B
一
八
条
に
つ
い
て
は
、
こ
の
点
を
明
示
し
て
い
る
が
、

E

呈A、
画問



国際私法立法におりる条約の受容

G
B
G
B
二
六
条
に
つ
い
て
は
、
起
草
上
の
変
更
を
行
っ
た
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
。
回
、
吋
・
0
3・
HO¥
印
2
・
ω・
8
一
呂
¥
日
g
p
ω
-
E
-

(
加
)
∞
、
Hdpug-HC¥
印ま・

ω・
ω印
噌
宮
・
条
約
一
五
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
寸
反
致
お
よ
び
転
致
の
排
除
。
本
条
約
に
よ
り
適
用
さ
れ

る
べ
き
国
家
法
と
は
、
こ
の
国
の
国
際
私
法
規
範
を
除
い
た
現
行
の
法
規
範
と
す
る
。
L

(
問
)
例
え
ば
、

E
G
B
G
B
一
一
条
一
項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
寸
法
律
行
為
は
、
そ
の
目
的
た
る
法
律
関
係
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
、

ま
た
は
行
為
地
国
の
法
の
方
式
要
件
を
充
た
す
場
合
に
は
、
方
式
上
有
効
と
す
る
。
」
(
傍
点
筆
者
)

ま
た
、

E
G
B
G
B
一
二
条
前
段
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
寸
同
一
国
に
所
在
す
る
自
然
人
が
契
約
を
締
結
し
、
こ
の
国
の
法
の
実
質

規
定
に
よ
れ
ば
、
権
利
能
力
、
行
為
能
力
お
よ
び
行
動
能
力
を
有
す
る
場
合
に
は
、
他
の
国
の
法
の
実
質
規
定
に
よ
る
権
利
無
能
力
、
行
為
無
能

力
お
よ
び
行
動
無
能
力
に
つ
い
て
は
、
契
約
の
相
手
方
が
契
約
締
結
当
時
、
こ
の
権
利
無
能
力
、
行
為
無
能
力
お
よ
び
行
動
無
能
力
を
知
っ
て
い

た
か
、
ま
た
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
き
に
限
り
、
こ
れ
ら
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
」
(
傍
点
筆
者
)

(
叩
)
〈
m
門
戸
辺
巾
}MF
白・白・。
-w

〉ロヨ・
(

ω

)

・
ω・
HCN
片岡・

(
胤
)
〈

m--
∞叶
J
U
g
-
E
¥
日
2
・
ω・
ω∞・

E
G
B
G
B
四
条
三
項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
複
数
の
部
分
法
秩
序
を
も
っ
国
の
法
が
指

定
さ
れ
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
部
分
法
秩
序
が
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
ど
の
部
分
法
秩
序
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
は
、
こ
の
国
の
法
が
決
定

す
る
。
か
か
る
規
則
が
無
い
場
合
に
は
、
事
案
と
最
も
密
接
な
関
係
の
部
分
法
秩
序
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
L

扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関

す
る
ハ

l
グ
条
約
一
六
条
、
遺
一
士
一
口
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
ハ

1
グ
条
約
一
条
二
項
参
照
。

(
問
)
回
づ
U
3・
5
¥
印宏

wω'
定・

E
G
B
G
B
三
五
条
ニ
項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
寸
一
国
に
複
数
の
地
域
単
位
が
あ
り
、
そ
の
い

ず
れ
も
が
契
約
債
務
関
係
に
つ
い
て
独
自
の
法
規
定
を
有
す
る
場
合
に
は
、
本
款
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
各
地
域
単

位
を
国
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。
」

(胤

)
E
G
B
G
B
六
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
O

寸
外
国
の
法
規
範
は
、
そ
の
適
用
が
明
ら
か
に
ド
イ
ツ
法
の
本
質
的
諸
原
則
と
相
い
れ
な

い
結
果
に
至
る
場
合
に
は
、
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
外
国
の
法
規
範
は
、
と
り
わ
け
、
そ
の
適
用
が
基
本
権
と
相
い
れ
な
い
場
合
に
は
、

適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
」
(
傍
点
筆
者
)

こ
れ
に
対
し
て
、
改
正
前
の

E
G
B
G
B
三
O
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
寸
外
国
法
の
適
用
は
、
ド
イ
ツ
法
の
善
良
な
る
風
俗

m
丘
町
ロ

ω宮
巾
ロ
)
ま
た
は
目
的
に
反
す
る
場
合
に
は
、
排
除
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
」

(
即
)
切
H
，
a
u
g
-
H
C
¥
g
p
ω
・
h
F
ω

・

(
門
出
巾
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説

(
削
)
政
府
草
案
の
理
由
書
は
、

E
G
B
G
B
六
条
後
段
に
つ
い
て
、
こ
れ
が

E
C
契
約
準
拠
法
条
約
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、

当
然
に
国
際
債
務
法
に
も
適
用
が
あ
る
と
す
る
。
切
づ
U
3・
5
¥
g
p
ω
-
t
-
〈
m-・白ロ
nvω
一巾宵
w
白・白
(
)
J

〉ロヨ・

(ω)"ω-HHN
円・

(
削
)
回
、
吋
・
0
3・
冨
¥
日

E
・
ω・
∞
品
問

(
山
)
〈
肉
戸
田
巳
Z
ロぬロ白
y
g
m
己
巾
印
呂
田
M

千百出口円}乙ロ印片山門戸

HF
白・白・
0
・・〉ロヨ・

3
3
w
∞
宮
町
内
・
一

ωぽ
F
F
出
・
由
。
・
・
〉
ロ
ヨ
・
(

ω

)

唱
ω・
5由
同

(
山
)
〈
弘
津
巾
ロ
ロ
ロ
m口出
F
B巾
仏
g
z
e
?虫
白
ロ
円
片
山
口
鬼
門
Z
H
P
ω
・白・

9
・
〉
ロ
ヨ
・

3
3
・
ω・
2ω
町
一
一
昨
巾
F
F
白
・
印
。
・
噌
〉
ロ
ヨ
・

(ω)uω-HN吋
ア

H
Z

町内
(
山
)
〈
mFω
ぽ
}
戸
田
・
白
・
0
・w
〉ロ
B
・
(ω)wω
・
志
向
・
一

-c・
0
5
σ
E
m
-
U
2
-
2
8
5
p
山
口
一
戸
白
ロ
印
山
口
口
巾
吋
問
。
--oAZEgw
白白・
0
・w
〉ロヨ・

2
3
・
ω・

NSa

一方、

E
C
契
約
準
拠
法
条
約
に
つ
い
て
、
そ
の
直
接
適
用
可
能
性
を
否
定
し
た
一
九
八
六
年
の
承
認
法
一
条
二
項
の
削
除
だ
け
を
提
案
す

る
者
が
あ
る
。
月
内
。
F
Z
F
白・印・
0
・w〉
ロ
ヨ
・
(
た
)
・

ω・
口
ω
一
』
ミ
円
出
巾
¥
問
。

z
q
(弔問
U
何
回
申
∞
申
)
唱
白
・
田

-ow
〉ロ
5
・(吋。)・

ω・
ω
呂
町
・
し
か
し
、

条
約
の
コ
ピ

l
方
式
を
取
っ
て
い
る
以
上
、
扶
養
義
務
の
準
拠
法
お
よ
び
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
二
つ
の
ハ

l
グ
条
約
の
場
合
と
同
じ

問
題
が
残
る
で
あ
ろ
う
。

(
山
)
〈
関
戸
口
・
何
〈
巾
円
-zmw]凶
・
』
白
可
自
巾
・
出
・
冨
O
回目

Rw
』
・
。
巾
-σ
呂
nw・
聞
の
∞
一
巾
E
F
出
・
∞
件
。
-
-
-
∞
-
〈
。
口
出
。
民
自
由
ロ
ロ
・

0
2
W
E
E
-。
P
一口一

富田門
R
Y
R
¥
ω
芯
宵
¥
ロ
巾
]
ゲ
門
口
nww
白・白・

9
・
〉
ロ
E
・

g・
ω・
H
a
w
-∞
N
ア
呂
町
民
・
・

E
Y
呂
町
内
・

(
山
)
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
法
律
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
と
こ
ろ
で
、
日
本
国
憲
法
の
下
で
は
、
条

約
が
締
結
さ
れ
た
と
き
は
直
ち
に
そ
れ
が
圏
内
法
上
の
効
力
を
も
有
す
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
理
論
上
は
、
こ
の
条
約
の
批
准

に
際
し
て
別
段
の
圏
内
立
法
措
置
を
講
ず
る
必
要
は
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
こ
の
条
約
に
定
め
る
規
則
が
わ
が
国
に
お
い
て

一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
国
際
私
法
の
規
則
と
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
を
条
約
の
圏
内
法
的
効
力
に
委
ね
る
と
い
う
や
り
方
は
少
な
く

と
も
立
法
政
策
と
し
て
妥
当
で
な
い
。
而
し
て
、
条
約
の
規
則
を
形
式
的
に
も
圏
内
法
化
す
る
に
つ
い
て
は
、
法
例
の
一
部
改
正
の
方
法
に
よ
る

も
単
行
法
を
制
定
す
る
方
が
立
法
の
体
裁
上
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
」
村
岡
二
郎
「
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
法
律
の
解

説
」
法
曹
時
報
一
六
巻
七
号
九
八
一
頁
。
池
原
・
前
掲
注

(
1
)
五
七
頁
も
参
照
。

(
山
)
例
え
ば
、
長
崎
家
審
昭
五
五
・
一
・
二
四
家
裁
月
報
三
四
巻
二
号
一
六
四
頁
は
、
子
の
常
居
所
が
日
本
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前

の
法
例
二

O
条
に
よ
り
、
扶
養
義
務
者
た
る
父
の
本
国
法
(
本
件
で
は
中
華
民
国
法
)
を
適
用
し
た
。

(
山
)
改
正
前
の
法
例
コ
二
条
二
項
に
お
い
て
も
、
無
国
籍
に
関
す
る
こ
七
条
二
項
お
よ
び
無
住
所
に
関
す
る
二
八
条
一
項
の
適
用
が
留
保
さ
れ
て

論
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い
た
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
前
者
は
、
当
事
者
が
国
籍
を
有
し
な
い
場
合
に
本
国
法
の
代
用
法
と
し
て
、
住
所
地
法

又
は
住
所
も
な
い
と
き
は
|
居
所
地
法
を
適
用
す
べ
き
も
の
と
す
る
規
定
で
あ
り
、
後
者
は
当
事
者
が
住
所
を
有
し
な
い
場
合
は
住
所
地
法

の
代
用
法
と
し
て
居
所
地
法
を
適
用
す
べ
き
も
の
と
す
る
規
定
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
法
例
が
住
所
の
決
定
に
つ
い
て
領
土
法
説
を
と
る
も
の
と

の
解
釈
(
多
数
説
)
に
立
て
ば
、
第
二
七
条
第
二
項
を
適
用
し
て
本
国
法
の
代
用
法
を
認
め
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
遺
言
者
が
常
居
所
を
有
し

た
場
合
に
は
、
本
国
法
又
は
住
所
地
法
の
代
用
法
と
な
る
べ
き
居
所
地
法
は
常
居
所
地
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
居
所
地
法
を
代
用
法
と
し
て

認
め
る
必
要
は
な
い
。
他
方
、
こ
の
法
律
で
は
行
為
地
法
が
準
拠
法
と
し
て
認
め
ら
れ
て
お
り
、
居
所
地
は
多
く
の
場
合
行
為
地
と
一
致
す
る
で

あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
前
記
二
つ
の
規
定
の
適
用
を
認
め
る
実
益
は
甚
だ
少
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
法
例
の
一
般
規
定
の
適
用
を
、
遺
言
の

方
式
に
つ
い
て
だ
け
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
積
極
的
理
由
も
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
規
定
は
引
き
続
き
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
法
例
二
六
条
に
規
定
す
る
本
国
法
や
、
遺
言
の
実
質
的
内
容
に
関
す
る
準
拠
法
(
効
果
法
)
と
し
て
の
本
国
法
に
つ
い
て
は
、
そ

の
代
用
法
と
し
て
単
な
る
居
所
地
法
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
得
る
こ
と
も
、
考
慮
さ
れ
た
。
」
村
岡
・
前
掲
注
(
山
)
一

O
O七
賞
。

(
山
)
拙
稿
「
法
例
改
正
と
戸
籍
(
上
)
」
戸
籍
時
報
三
八

O
号
一
四
頁
以
下
。

(
山
)
池
原
・
前
掲
注

(
1
)

一
六

O
頁
、
山
田
・
前
掲
注

(
7
)

一
O
O頁
以
下
。

国際私法立法における条約の受容
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Kollisionsrechtliche Staatsvertrage erga omnes -gibt es erst seit 
ji.lgster Zeit. Solche Staatsvertrage machen im Rahmen ihres sachlichen 
Anwendungsbereichs autonomrechtliche Kollisionsnormen i.lberfli.lssig. 
D四halbmi.lssen sich die Gesetzgeber neuerer IPR.Kodifikationen mit dem 
Verhaltnis zwischen Staatsvertragen erga omnes und autonomem Kol. 
lisionsrecht auseinandersetzen. Wir sehen hier zuerst Probleme bei der 
Hinweis.Methode im schweizerischen IPRG von 1987 und bei der 
Kopier-Methode in der Reform des deutschen EGBGB. Und dann 
i.lberlegen wir Probleme bei der japanischen Methode. 
Zahlreiche nationale Gesetzgeber erklaren in den IPR-Gesetzen den 

allgemeinen Vorbehalt zugunsten der Staatsv巴rtrage，die ihre eigenen 
Staaten ratifiziert haben. Der schweizerische Gesetzgeber verweist 
zudem auf die Staatsvertrage erga omn巴s; z. B. heiβt Art. 49 IPRG von 
1987， fi.lr die Unterhaltspflicht zwischen Ehegatten gelte das Haager 
Ubereinkommen vom 2. Oktober 1973 i.lber das auf die Unterhaltspflich-
ten anzuwendende Recht. Der deutsche Gesetzgeber inkorporiert dem-
gegeni.lber den Wortlaut solcher Staatsvertrage mit redaktionellen 
Veranderungen. 
Aus volkerrechtlicher Sicht scheinen die beiden Method巴nnicht 

problematisch zu sein， weil allgemeine Regeln des Volkerrechts i.lber das 
Verfahren zur Rezeption von Staatsvertragen in das innerstaatliche Recht 
nicht bestehen. Die EG-Kommission empfahl trotzdem der Budesrepublik 
Deutschland， alle durch ihre Verfassung gegeb巴nenMoglichkeiten auszu. 
schopfen， damit ihre Gerichte unmittelbar auf den Wortlaut des EG-
Schuldvertragsi.lbereinkommens zuri.lckgreigen konnen， und Anderungen 
des lnhalts， der Formulierung und der Reihenfolge sowie Auslassungen 
und Anpassungen der V orschriften dieses Ubereinkommens bei der 
Reform des EGBGB vermieden werden. Es ist bei alledem zur Zeit 
offengelassen， ob die Kopier-Methode gleich vδlkerrechtswidrig ist. 
Aus rechtspo1itischer Sicht haben die beiden Methoden Vor-und 

Nachteile. Bei der Hinweis-Methode machen die Texte des nationalen 
Gesetzes nur die Existenz der Staatsvertrage erga omnes klar， wahrend 
die Richter unmittelbar auf den Wortlaut der Staatsvertrage zuri.lck-
greifen kδnnen und mi.lssen. Andererseits ist es nicht immer klar， ob ein 
Hinweis von der vδlkerrecht1ichen Geltung der Staatsvertrage abhangig 
oder unabhan 
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krafttreten der beiden Staatsvertrage erlies der japanische Gesetzgeber 
zwei Gesetze und bestimmte im Art. 34 Horei， das die V orschriften des 
Horei auβerhalb Art. 28 Abs. 2 Satz 1 (Heimatrecht des Staatslosen)， Art. 
29 Abs. 1 (W ohnsitzrecht des W ohnsitzlosen)， Art. 30 Satz 1 (Recht am 
gewδhnlichen Aufenthalt der Person， die nirgenswo ihren gewohnlichen 
Aufenthalt hat) und Art. 31 (Rechtsspaltung) nicht fur die Unterhalspflich-
ten und die Form letztwilliger Verfugungen gelten. Problematisch sind 
die redaktionelIen Veranderungen des Wortlautes der Staatsvertrage und 
die erweiterte Anwendung der einigen gemeinsamen Vorschriften des 
Horei 
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